










令和６年度主要施策成果説明書

危機管理部

主要施策の総括

１ 主要施策の目的

県民の生命、身体及び財産に直接的かつ重大な被害が生じ、又は生じるおそれ

のある危機事案に備えるため、平時から予防対策等に積極的に取り組みつつ、

危機管理体制の構築、防災対策の推進、消防体制の充実強化、浜岡原子力発電

所の安全対策を主要な課題と捉え、施策・事業を実施した。

２ 主要施策の実施状況及び評価と課題

（１）危機管理体制の構築

県民の生命、身体及び財産に直接的かつ重大な被害が生じ、又は生じるおそ

れがある緊急事態が発生した際に、災害対策本部の現場指揮官として、関係部局

長等を指揮し、全庁横断的な応急対応の総括・調整を行う危機管理監を中心とし

た危機管理体制の強化を図った。

また、県内４箇所の地域局に方面本部を設置するとともに副局長兼危機管理

監を配し、市町等と連携し、地域における危機管理体制の強化を図った。

（２）防災対策の推進

「第４次地震被害想定」で推計された想定犠牲者の９割減災の達成・維持と、

被災後生活の質的向上による被災者の健康被害等の最小化の２つの減災目標の達

成に向け、「地震・津波から着実に命を守る」「被災後も命と健康を守り、生活

再建に繋げる」「地域を迅速に復旧し、復興に繋げる」の３つを基本目標に掲げ、

139の個別のアクションにより構成される「地震・津波対策アクションプログラ

ム2023」を中心に、ハード・ソフトの両面から様々な対策を組み合わせた総合的

な地震・津波対策を積極的に推進している。令和６年度には能登半島地震を踏ま

えた本県対応の点検結果に基づき、新規にアクションを追加・拡充した。また、

住民の早期避難意識の向上のため、市町と一体となって「わたしの避難計画」の

普及を図った。

県民の防災意識の高揚のため、防災出前講座や「サテライト地震防災センタ

ー」等の実施や総合防災アプリ「静岡県防災」、「デジタル地震防災センター」

の普及など、多様な啓発事業を展開した。また、地域防災リーダーや次世代の地

域防災の担い手等を養成するため、「ふじのくに防災士」や「ふじのくにジュニ

ア防災士」等の人材育成研修を実施した。

加えて、インターネットや総合防災アプリ「静岡県防災」を活用し、防災に関

する県民意識調査や自主防災組織の実態調査を行った。

さらに、富士山火山防災対策の推進として、令和５年３月に策定した「富士山
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火山避難基本計画」の実効性を高めるため、避難実施市町と連携して、広域避難

先となる県内の受入先市町との調整を行った。

（３）防災訓練の実施

県・市町における災害対策本部運営機能の向上、防災関係機関との連携強化、

地域の危機管理体制の確立及び危機管理意識の高揚のため、南海トラフ地震を想

定した総合防災訓練、大規模図上訓練及び地域防災訓練を年間訓練の柱とし、台

風や土砂災害、火山災害などの個別の事象を想定した訓練も行うなど、年間を通

じて計画的に実践的な訓練を実施した。

（４）消防体制の充実強化

消防体制の充実強化のため、市町等が整備する消防車両等への助成を行ったほ

か、地域防災力の要である消防団の活性化や充実強化に努めるとともに、医療機

関の適正受診及び救急車利用の適正化を推進するため、令和６年10月１日に「静

岡県救急安心電話相談窓口（#7119）」を設置し、急なけがや病気で困っている

県民に対する助言を通じて、県民の安全・安心の確保を図った。

静岡県消防防災航空隊は、市町の要請を受け、消防防災ヘリコプターを用いて

水難・山岳事故の救急救助などを行い、市町の消防活動の支援等を行った。

また、関東ブロック１都８県の緊急消防援助隊と合同で、令和６年７月25日、

11月13日、14日の３日間、県東部地区における大規模災害の発生を想定した図上

訓練及び実動訓練を実施し、緊急消防援助隊の活動能力の向上と、本県の受援体

制の強化を図った。

さらに、産業における事故のリスクが高い高圧ガスや火薬類などの安全を確保

するため、高圧ガス等の許認可や立入検査、保安講習等を実施し、産業保安体制

の強化に努めた。

（５）浜岡原子力発電所の安全対策

浜岡原子力発電所とその周辺環境の安全確保のため、津波対策工事の点検等に

より発電所における安全対策の実施状況を確認するとともに、環境放射能調査に

より発電所からの周辺環境への影響がないことを確認した。

また、原子力防災対策に万全を期すため、関係市町の広域避難計画の修正や社

会福祉施設等の避難計画策定の支援を行うとともに、原子力防災訓練の実施や原

子力防災に関する研修の実施、原子力防災資機材の整備等により、県及び関係市

町の広域避難計画の実効性の向上を図った。

さらに、静岡県防災・原子力学術会議原子力分科会を開催して浜岡原子力発電

所の取組状況を明らかにし、その内容を情報公開するとともに、原子力防災セン

ターにおける一般公開等を通じて、原子力発電所の安全対策、防災対策について

県民の理解の促進に努めた。
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（６）南海トラフ地震臨時情報への対応

令和６年８月８日に日向灘で発生したマグニチュード7.1の地震に伴い、気象

庁から南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が発表された。これを受け、知

事会見を開き、県民に対して、臨時情報の趣旨や日頃からの地震への備え、避難

経路の確認等の県民の取るべき対応について説明するとともに、デマやうわさ話

などの根拠のない情報に注意し落ち着いて行動するよう呼びかけを行った。加え

て、同日から15日まで、夜間・休日を含め約120名の警戒体制をとり、大規模地

震に備えて初動体制や業務手順等を確認するなどの対応を行った。

また、令和７年１月13日に日向灘で発生したマグニチュード6.9の地震に伴い、

気象庁から南海トラフ地震臨時情報（調査中）が発表されたため、15名の情報収

集体制により備えたが、同日中に「南海トラフ地震の発生可能性が平時と比べて

相対的に高まったと考えられる現象ではない」とする南海トラフ地震臨時情報

（調査終了）が発表されたため、体制を解除した。

さらに、南海トラフ地震臨時情報の県民の認知度向上や、正しい理解の促進を

目的として、県ホームページで臨時情報についての説明や県内各市町の事前避難

対象地域の周知を行ったほか、自主防災会議やわたひな普及員養成講座での説明、

県民だより防災特集号（令和７年３月臨時号）への掲載を実施した。

（７）令和６年台風第10号による被害への対応

令和６年台風第10号により、８月27日から31日にかけて県内は記録的な大雨と

なり、住家の損壊被害や浸水被害が発生した。この大雨に対し、８月29日に県災

害警戒本部を設置し、被害情報の把握や被災者支援、被災地復旧などの対策に取

り組んだ。

また、県内全域で災害が発生する恐れがあったことから、８月29日に県内全市

町に災害救助法第２条第２項を適用するとともに、甚大な被害が発生した５市

（熱海市、静岡市、焼津市、磐田市及び浜松市）に対し、８月29日から９月１日

にかけて、同法施行令第１条第１項第４号を適用した。

（８）令和６年能登半島地震への対応

令和６年１月１日に発生した能登半島地震に伴い、総務省から石川県鳳珠郡穴

水町に対する総括支援を要請され、令和６年５月６日までの間、被災自治体が行

う災害マネジメントの総括的な支援を行うとともに、対口支援も要請されたこと

から、県市長会や県町村会、庁内各部局と連携して県・市町職員による「災害マ

ネジメント支援チーム」を派遣し、住家被害認定調査や避難所運営等の支援（短

期派遣）を行った。
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Ⅰ 総務課

部全体の円滑かつ効率的な業務執行と組織運営のため、人事・組織管理、行政改革、法務、

部内における予算の編成と執行管理、決算、監査・決算審査と議会への対応、会計検査受検

及び財産管理等に係る業務を行うとともに、部内各課や関係する出先機関との連絡調整等を

行った。

１ 主要施策の実施状況及び評価と課題

（１）危機管理施策の企画調整

危機管理部企画調整費 14,036,000円

危機管理部の施策推進過程において、緊急に必要な調査等を実施するため、企画調整

費等の執行管理を行った。

Ⅱ 危機政策課

１ 施策の体系

政策の柱…危機管理体制の強化

目 標 …
様々な危機事案に迅速・的確に対応できるよう、県の危機管理体制

を一層充実させる。

…

県民一人ひとりの個別避難計画の策定を支援するとともに、地域の

防災訓練における同計画の活用を促進することで、県民の早期避難

意識の向上を図るほか、自主防災組織や消防団との連携、防災士等

の人材育成などを推進し、地域防災力を強化する。

施 策 危機事案対応能力の強化

取 組 県・市町の危機事案対応能力の強化

取 組 警察・消防・自衛隊、ライフライン事業者等との

連携強化

取 組 被災後の県民生活の支援

政策の柱…防災・減災対策の強化

目 標 …
ハード・ソフト両面を適切に組み合わせた地震・津波・火山対策や

風水害・土砂災害対策を進め、被害を最小限に抑制する。

…
様々な危機事案に対応できるよう、迅速かつ的確に情報収集し、県

民に情報提供できる体制を強化する。

施 策 国民保護・様々な危機への対応

取 組 国民保護対策の推進

取 組 様々な危機への対応
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２ 主要施策の実施状況及び評価と課題

（１）県・市町の危機事案対応能力の強化

ア 危機管理体制の維持

危機管理総合調整費 631,084,042円

（ア）平時からの危機管理体制の強化

県民の生命、身体及び財産に直接的かつ重大な被害が生じ、又は生じるおそれが

ある緊急事態が発生した際に、災害対策本部の現場指揮官として関係部局長等を指揮

し、全庁的な応急対応の総括・調整を行う危機管理監を平成21年度に設置した。部局

を越える事項の調整、自衛隊等の関係機関への支援要請など危機全般を調整するとと

もに、危機管理監の指示のもと方面本部の指令部的な役割を果たす危機管理部門を県

内４地域局に設置し、危機管理体制を整えている。

各部局において、平時には危機管理に関する情報の共有化や部局間の連携を確保す

るとともに、危機発生時には危機管理監の指示のもとに応急対策を担任する「危機担

当監」を危機管理監が指名した。

（イ）緊急時情報連絡体制の整備

危機事案が発生した場合に、危機管理監まで迅速に情報が伝達されるよう連絡網

を整備・更新するとともに、各部局においても緊急時の連絡担当を起点とする情報連

絡体制の維持・整備を行った。

（ウ）危機管理連絡調整会議

平時の情報共有・連携及び大型台風や南海トラフ地震臨時情報発表等の危機事案発

生時に、随時「危機管理連絡調整会議」を開催し、危機管理意識の醸成、危機事案に

関する情報共有や事前の対策に関する意見交換を行った。

＜構成員＞ 危機管理監、各部局危機担当監、各地域局危機管理監ほか

イ 県地域防災計画の修正

前回（令和５年８月）の県防災会議以降の国の防災基本計画の修正等に基づき、必

要な対策を計画に盛り込むとともに、関係各機関からの意見を計画に反映した。

修正の

主な内容

○国防災基本計画の改正を踏まえた修正

施策の進展等に伴い、在宅避難者、車中泊避難者に対する支援に係る

拠点の設置や被災者支援に係る情報の提供、道路のアンダーパス冠水

等を踏まえた対策の強化について記載したほか、令和６年能登半島地

震を踏まえた受援体制の整備や避難所運営、物資調達・輸送について

記載

○本県において実施する施策等の反映

避難所環境改善のための災害時シャワーシステムの設置や、市町にお

ける大規模災害に備えた応援職員の受入れに関する受援計画の作成、

地域内輸送拠点から避難所への物資の輸送における民間事業者との連

携 など
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ウ 市町地域防災計画の修正

市町の地域防災計画の修正に関し、県防災会議に意見を求めた。

エ 国民保護計画の管理等

危機管理総合調整費（再掲） 631,084,042円

静岡県国民保護計画に沿って避難施設ＤＢを整理するとともに、緊急一時避難施設

などの避難施設の指定を進めた。

オ 国土強靱化地域計画に基づく施策の推進

危機管理総合調整費（再掲） 631,084,042円

国土強靱化に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、「強くしなやかな

国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法」に基づき平成

27年４月に策定した「美しく、強く、しなやかな“ふじのくに”づくり計画」（静岡

県国土強靱化地域計画）について、令和２年３月に計画策定後の自然災害の教訓を踏

まえた改定を行うとともに、関係部局と連携しながら津波避難対策を進めた。

＜静岡県国土強靱化地域計画＞

（２）警察・消防・自衛隊、ライフライン事業者等との連携強化

ア 他県等との連携強化

危機管理総合調整費（再掲） 631,084,042円

（ア）全国知事会等との連携

大規模災害時に災害応急対策の備えとして、知事会等の枠組みにより都道府県間

で災害時の相互応援協定等を締結している。

基
本
理
念

「美しく、強く、しなやかな“ふじのくに”づくり」

・防災・減災と地域成長を両立させた美しく品格ある地域づくりを進める

・地域の実情を踏まえ、自然との共生、環境との調和、美しい景観の創造と保

全を図る

基
本
目
標

①人命の保護が最大限図られること

②地域社会の重要な機能が致命的な障害を受けず維持されること

③県民の財産及び公共施設に係る被害の最小化

④迅速な復旧復興

重
要
課
題

①事前復興の視点を取り入れた安全・安心で魅力ある地域づくり

②ハード対策とソフト対策の効果的な連携

③超広域災害に備えた地域防災力の強化、民間との連携

④行政、情報通信、エネルギー等の代替性・多重性等の確保

⑤基幹的交通ネットワークの機能確保、代替性確保及び輸送モード相互の連携
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（イ）令和６年能登半島地震への対応

令和６年能登半島地震に係る被災地支援として、総務省等からの要請を受け、石川

県鳳珠郡穴水町に対し、県内市町と連携し、応急対策や復旧業務等に従事する職員の

応援派遣（短期派遣）を実施した。

また、被災自治体の復旧・復興を支援するため、石川県及び富山県に職員を派遣

（中長期派遣）した。

・短期派遣

・中長期派遣

名 称 構成県等

（中部圏知事会）
災害時等の応援に関する協定

富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、愛知
県、三重県、滋賀県、静岡県

（関東地方知事会）
震災時等の相互応援に関する
協定

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京
都、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県

（全国知事会）
全国都道府県における災害時
等の広域応援に関する協定

各知事会ブロック（北海道東北、関東、中部圏、近
畿、中国、四国、九州）

中央日本四県災害時の相互応
援等に関する協定

新潟県、山梨県、長野県、静岡県

熊本県と静岡県との災害時の
相互応援等に関する協定

熊本県、静岡県

鹿児島県と静岡県との災害時
の相互応援等に関する協定

鹿児島県、静岡県

富士山火山防災対策に関する
協定

山梨県、神奈川県、静岡県との富士山火山特化型相
互応援

派遣期間 令和６年５月６日まで

派遣者数

累積70人（県58人、市町12人）※令和６年４月１日から５月６日

業務内容 県 市町 計

災害マネジメント支援チーム 22 2 24

住家被害認定調査等の支援 13 3 16

罹災証明の交付 2 0 2

避難所運営業務 21 7 28

計 58 12 70

派遣先 職種 人数 派遣期間

石川県
行政

２人 令和６年４月１日から令和７年３月31日

富山県 １人 令和６年６月１日から令和７年３月31日

計 ３人
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（ウ）災害時応援協定の締結管理

県・市町の危機管理担当職員及び災害時応援協定締結事業者等を対象に研修会

を開催し、平時から顔の見える関係の構築や大規模災害の発生に備えた災害対策に関

する情報共有・連携の強化を図った。

（３）被災後の県民生活の支援

ア 住家被害認定調査実施体制の強化

住家被害認定調査研修事業費 6,854,925円

平成25年の災害対策基本法の改正により、住家の被害状況を調査し、被害の程度を

証明する書類（罹災証明書）を遅滞なく交付することが市町村長の義務として同法に

位置付けられた。また、国の防災基本計画において、都道府県は、市町村に対し、調

査担当者の研修機会の拡充等により、調査の迅速化を図ることが定められた。

罹災証明書は、被災者生活再建支援金の支給、住宅の応急修理など様々な被災者支

援策を受ける際に必要となる重要な書類であり、公正で公平な調査が求められること

を踏まえ、当該調査を円滑に実施できるよう市町及び静岡県土地家屋調査士会会員を

対象に研修を実施している。

また、各市町において住家被害認定調査要員を育成することができるよう、平時の

研修や災害派遣時に調査方法を学ぶことができる県作成の研修キットの活用を全市町

に促した。

＜令和６年度実績＞

基礎編１回(全県統一)､応用編１回×４地域局､実施編１回×４地域局 計９回

※静岡県土地家屋調査士会は協定に基づき、県又は市町からの要請を受け協力する。

（４）津波避難体制の整備

ア 「地震・津波対策アクションプログラム2023」の推進

危機管理総合調整費（再掲） 631,084,042円

第４次地震被害想定において推計された犠牲者を令和４年度までに８割減少させる

ことを目標に、関係部局と連携し、「地震・津波対策アクションプログラム2013」を

開催日 令和６年７月29日（月）

開催場所 静岡県男女共同参画センターあざれあ 大ホール

研修テーマ

・令和６年能登半島地震支援における静岡県の活動報告（危機管理部）

・令和６年能登半島地震における事業者の活動報告（NPO法人コメリ災

害対策センター 常務理事 西室 幸徳氏、公益社団法人静岡県栄養

士会 戸田 知里氏）

参加人数 202人

研修種別 開催日
参加者（人）

市町 調査士 計

基礎編 令和６年５月30日 177 101 278

応用編 令和６年６月５日～６月14日 75 14 89

実地編 令和６年６月19日～６月27日 76 14 90
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推進し、2022年度末時点で想定犠牲者の８割減少を達成した。

このため現在、残る２割の想定犠牲者の最小化・減災効果の持続化を図るとともに、

被災後も命と健康を守り、健全に生活できる社会を実現することを目標とする「地

震・津波対策アクションプログラム2023」を市町や関係部局と連携し推進している。

イ 地震・津波対策等減災交付金による支援

地震・津波対策等減災交付金 2,115,041,000円

地震・津波対策アクションプログラム2023の目標達成に向け、「地震・津波対策等減

災交付金」により、市町等の取組への支援を行った。

地域防災計画や市町アクションプログラムに基づいて行う市町等の地震・津波対策

事業や、市町等が必要とする資機材の整備等について、当交付金による支援を行い、市

町等の防災対策の充実・強化を図った。

ウ わたしの避難計画

「わたしの避難計画」普及事業費 29,472,369円

大規模地震や津波、激甚化・頻発化する風水害による犠牲者を最小化するため、令和

３年度から、災害リスクに応じた個人ごとの避難計画である「わたしの避難計画」の普

及により、県民の早期避難意識の向上を図っている。令和６年度は、各地区ごとの計画

様式を作成するとともに、作成講座の開催や、わたひな普及員の養成を行うなど、市町

と一体となって普及を進めた。

エ 津波避難体制の整備

（ア）地震対策事業（ハード事業）の推進

危機管理総合調整費（再掲） 631,084,042円

本県では、地震対策として以下のとおり事業を実施しており、各事業の進捗状況

の管理を行った。

交付対象 県内35市町、一部事務組合

交付金

予算額
当初23億円、２月補正△３千万円、年間22億７千万円

補助率

１／３

※津波関連事業及び緊急的に進捗を図るもの：１／２

※津波対策がんばる市町に認定された市町が行う津波関連事業：２／３

※わたしの避難計画がんばる市町に認定された市町が「わたひな持続化

計画」に基づき実施する取組：２／３

作成市町数

（うちＲ６）

累計33市町

（15市町）

作成地区数

（うちＲ６）

累計3,607地区

（1,478地区）
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ａ 地震対策緊急整備事業（昭和55～令和６年度）

地震防災対策強化地域における地震防災対策の推進を図るため、昭和55年に５

年間の時限立法として成立した「地震財特法」に基づき事業を実施。

地震防災対策強化地域（本県を含む東海地震の８都県）が対象であり、令和６年

度までの45箇年計画を策定し、内閣総理大臣の同意を得て実施している。

（「地震財特法」は５年間の時限措置であり、令和７年３月に改正され、令和12年

３月31日まで延長された）

ｂ 地震防災緊急事業（令和３～７年度）

阪神・淡路大震災の教訓を受けて平成７年に５年間の時限立法として成立した

「地震防災対策特別措置法（地防法）」に基づき事業を実施（５年ごと継続延長）。

全国が対象であり、令和７年度までの第６次五箇年計画を策定し、令和４年３月

23日に内閣総理大臣の同意を得て実施している。

ｃ 県単独の地震対策事業等（昭和54年度～）

地震対策緊急整備事業や地震防災緊急事業で対象とされない事業について、県

単独の地震対策事業等として各部局で昭和54年度から実施している。

オ 南海トラフ地震の新たな防災対応の検討

危機管理総合調整費（再掲） 631,084,042円

国は、南海トラフ地震の新たな防災対応の基本指針となる「南海トラフ地震の多様な

発生形態に備えた防災対応検討ガイドライン」（平成31年３月）を公表した。

本県は、「南海トラフ地震臨時情報」発表時の防災対応を、市町が検討できるように

するため、国のガイドラインを基に、本県の多様な地域性や住民・関係者の意見等を踏

まえた「県版ガイドライン」を令和２年２月に作成し、以後、市町への県職員の派遣や

交付金による財政支援などにより、市町の検討支援を行ってきた。令和６年度はわたし

の避難計画普及員養成講座等で臨時情報の周知・啓発を行った。

なお、８月に南海トラフ地震臨時情報（調査中）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地

震注意）が発表された際や、１月に南海トラフ地震臨時情報（調査中）が発表された際、

知事による呼び掛け（８月のみ）や県民向け広報を行ったほか、巨大地震発生に備え、

県災害対策本部運営要領に基づく所要の体制を取った。

カ 防災・原子力学術会議の開催

防災・原子力学術会議等運営費 1,122,015円

南海トラフ地震をはじめとする自然災害や浜岡原子力発電所に関する防災対策に係

る科学・技術に関し、県民に的確に情報発信することを目的に設置された県防災・原子

力学術会議を開催した。
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キ 新たな地震被害想定の検討

地震被害想定検討事業費 10,461,530円

本県の地震・津波対策は、平成25年に公表した静岡県第４次地震被害想定（以下、

「４次想定」という。）を拠り所としている。

４次想定の策定から約10年が経過し、４次想定の基となる国の南海トラフ巨大地震の

被害想定についても見直しが行われていたことから、令和８年度中の策定を目標に本県

の新たな地震被害想定の検討に着手した。

令和６年度は、４次想定の活用状況や課題整理、地形やボーリングなどのデータ収集

を実施した。

（５）国民保護・様々な危機への対応

ア 危機管理関係システムの運用・管理

危機管理総合調整費（再掲） 631,084,042円

Ｊ－ＡＬＥＲＴ（全国瞬時警報システム）、Ｅｍ－Ｎｅｔ（緊急情報ネットワーク

システム）、安否情報システムについて、全国訓練への参加などを通じて、システムの

維持を図っている。

（ア）全国瞬時警報システムの全国一斉情報伝達試験

（イ）緊急地震速報訓練

（ウ）安否情報システム全国一斉訓練

イ 危機管理情報の発信

広く県民にわかりやすく周知を図り、危機事案の発生を未然に防止するため、地

震・台風などの自然災害に関する情報や食中毒・感染症など安全に関する情報など様々

な情報を、関係部局と調整を図りながら、危機管理情報として危機管理部が一元的にホ

ームページに掲載した。

開催日 議題等

令和６年10月28日
原子力分科会

津波対策分科会

中部電力が策定し、原子力規制委員会による新規制基
準適合性審査により了承された浜岡原子力発電所の基
準津波について

区分 第１回 第２回 第３回 第４回

日時
令和６年５月22日

午前11時 中止
令和６年11月20日

午前11時
令和７年２月12日

午前11時

区分 第１回 第２回

日時 令和６年６月20日 午前10時 令和６年11月５日 午前10時

区分 第１回 第２回

期間 令和６年５月13日から６月13日 令和６年11月１日から11月29日
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【評価】

※2022年度までの計画「地震・津波対策等アクションプログラム2013」の数値

・わたしの避難計画について、令和６年度までに、県内全地区のうち70％の地区に配布を

完了した（21市町で配布完了）。

・住家被害認定調査の研修受講者数について、2018年以降の累計人数は1,333人で、第４

次地震被害想定の建物被害数に対し必要な調査リーダー数1,500人の88.9％が確保され

ている状況にある。

令和６年１月に発生した能登半島地震で被災した石川県鳳珠郡穴水町では、対口支援に

入った静岡県、栃木県、奈良県、福岡県が連携して住家被害認定調査を実施した。本県

からは研修受講者が参加し、現地で調査班のリーダーとして調査を主導するなど、実災

害において研修効果が発揮されている。

・「地震・津波対策アクションプログラム2023」に盛り込んだ139のアクションについて、

事業の進捗状況等の調査を実施し、数値目標に対する達成状況を検証するなど、ハー

ド・ソフトの両面から地震・津波対策を推進している。

・国民保護情報について、定期的に国及び市町と連携した情報伝達訓練を実施し、本県の

危機管理体制の確保、向上に取り組んでいる。

・令和６年８月26日からの大雨や令和６年８月８日に発表された南海トラフ地震臨時情報

（巨大地震注意）への対応をはじめ、令和６年度において発生した危機事案等に対して、

災害警戒本部員会議や危機管理連絡調整会議の開催など適時適切に対応した。

【課題】

・南海トラフ巨大地震の想定犠牲者を９割減少するとともに、被災後の健康被害等の最小

化を図るため、「地震・津波対策アクションプログラム2023」に基づき、防潮堤や津波

避難施設等の整備を着実に推進するとともに、住民の早期避難意識の向上や避難生活の

健全化が必要である。

指標名
現状値

（2020年度）

実 績 目標値

(2025年度)2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

成果

指標

わたしの避難計画

普及地区数

８地区

(2021 年度)
８地区

1,308

地区

2,129

地区

3,607

地区

5,170

地区

活動

指標

住家被害認定調査

研修受講者数

累計 280人
(2018～

2020年度)

219人 529人 775人 1,053人
累計 1,500 人
(2022～

2025年度)

「地震・津波対策

アクションプログ

ラム2023」のすべ

てのアクションに

対する目標を達成

したアクションの

割合

48.7%

※

51.9%

※

76.2%

※ 0.7% 2.0％
100％

(2032年度)

国民保護の情報伝

達定期訓練参加率
100％ 100% 100% 100％ 100%

毎年度

100%
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・令和６年１月に発生した能登半島地震で得られた教訓や知見を、本県の地震・津波防災

対策に反映することで、本県の防災力の更なる強化を図る必要がある。

【改善】

・「わたしの避難計画」について、わたひな普及員や地域との連携による防災訓練での活

用や、学校や企業と連携した取組により、更なる普及・展開を図る。

・住家被害認定調査を遅滞なく完了させるため、毎年約250人に研修を受講いただくこと

で、災害時に調査班のリーダーとなる1,500人の要員確保を2025年度に達成させる。

・「地震・津波対策アクションプログラム2023」については、能登半島地震で顕在化し

た課題や対応を検証し「地震・津波対策等アクションプログラム2023」に反映した。

今後、関係部局や市町と協力して各取組を着実に推進することで、本県の災害対応力

の更なる強化を図る。

・また「地震・津波対策アクションプログラム2023」を市町と連携して推進するため、地

震・津波対策等減災交付金に市町の要望に応じて新たなメニューを追加するなど、地

震・津波対策等減災交付金の更なる活用を促進する。

・危機事案への対応に係る庁内における連携を強化するため、危機管理連絡調整会議を

適時適切に開催する。また、市町との連携強化を図るため、市町長訪問や市町危機管

理担当部長・課長会議等を開催し、静岡県としての危機管理体制の強化を図る。
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Ⅲ 危機情報課

１ 施策の体系

２ 主要施策の実施状況及び評価と課題

（１）自主防災組織の強化

ア 地域防災活動推進委員会の運営

県民防災啓発強化事業費 21,215,894円

県内の自主防災組織や防災団体の関係者等で構成される地域防災活動推進委員会を

開催し、能登半島地震を踏まえた地域防災力の向上について意見交換を行ったほか、

「総合防災アプリの操作説明資料」、「地域防災力見える化システムの自主防災組織

向け支援情報」、「地区防災計画（孤立地域版、都市部版）の作成例」についてワー

クショップ形式（グループワーク）で検討と監修を行った。

・委 員 15名

・定例会 ５回開催

イ 自主防災組織実態調査（簡易版）

県内の自主防災組織の実態を把握し、防災施策を展開する上での基礎資料を得るた

政策の柱…危機管理体制の強化

目 標 …
様々な危機事案に迅速・的確に対応できるよう、県の危機管理体制を

一層充実させる。

…

県民一人ひとりの個別避難計画の策定を支援するとともに、地域の防

災訓練における同計画の活用を促進することで、県民の早期避難意識

の向上を図るほか、自主防災組織や消防団との連携、防災士等の人材

育成などを推進し、地域防災力を強化する。

施 策 地域防災力の強化

取 組 自主防災組織の強化

取 組 家庭内防災対策の強化

取 組 防災を担う人材の育成

取 組 防災意識の啓発・教育

政策の柱…防災・減災対策の強化

目 標 …
ハード・ソフト両面を適切に組み合わせた地震・津波・火山対策や

風水害・土砂災害対策を進め、被害を最小限に抑制する。

…
様々な危機事案に対応できるよう、迅速かつ的確に情報収集し、県

民に情報提供できる体制を強化する。

施 策 地震・津波・火山災害対策

取 組 津波避難体制の整備

取 組 火山災害対策の推進
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め、総合防災アプリ「静岡県防災」で簡易調査を実施した。

調査結果を集計・分析し、地域防災力の強化につなげるため、防災カルテとして改

善に向けたアドバイスを行うとともに、自主防災組織に提供している。

ウ 地震防災強化月間

県民防災啓発強化事業費（再掲） 21,215,894円

県民の防災意識の向上を目的に、11月の｢地震防災強化月間｣において、地震・津波

発生時の適切な行動や家庭内の地震対策の実施を呼び掛ける啓発活動を集中的に実施

した。

（ア）「令和６年度静岡県地域防災活動知事褒賞」

自主防災組織活動の充実強化と県民の防災意識の向上を図るため、｢地域防災活動

知事褒賞」を授与した。

・被表彰者 自主防災組織の部：１団体 自主防災組織役員の部：１人

（２）家庭内防災対策の強化

ア 様々な広報媒体を活用した啓発

県民防災啓発強化事業費（再掲） 21,215,894円

県民、学校等の防災力の向上、防災意識の高揚を図るため、出前講座等による講話

や研修会の開催、パンフレット等による広報・啓発などを実施した。

（ア）地震体験車の貸出し

地震発生時に備える知識や技術を擬似体験により習得するため、各地域局に配置し

た地震体験車（４台）を活用して体験会を実施した。

＜令和６年度の地震体験車の利用実績＞

イ 様々な手法を活用した啓発

県民防災啓発強化事業費（再掲） 21,215,894円

（ア）地域防災学習出前講座の実施

地域局職員等が学校、自主防災組織、関係機関等の求めに応じ、県の第４次地震被

害想定や地震防災施策の解説、地域の実情を踏まえた災害図上訓練「ＤＩＧ」や自主防

災組織災害対応訓練「イメージＴＥＮ」の実施など、地域防災力の向上に資する出前講

座等を実施した。

・実施回数 657回

・参加者数 64,147人

ウ 南海トラフ地震に関する県民意識調査

県民の大規模地震に対する防災意識や防災対策の実施状況及び経年変化等を把握す

るため、南海トラフ地震への関心度、津波に対する行動及び大規模地震に対する家庭

内防災対策などの備え等について、インターネットで調査を実施した。

利用日数（日） 利用者数（人）

708 50,146
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・調査期間 令和６年12月２日～令和７年１月31日

・回答数 3,782人

エ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）に関する県民意識調査

令和６年８月８日（木）に気象庁から「南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）」

が発表されたことを受け、大規模地震に対する県民の防災意識や防災対策の実施状況等

を把握するため、インターネットにより県民意識調査を実施した。

・調査期間 令和６年８月23日～９月10日

・回答数 5,890人

（３）防災を担う人材の育成

ア 地域防災を担う人材の育成

県民防災啓発強化事業費（再掲） 21,215,894円

地域防災力強化支援事業費 3,851,831円

次世代防災リーダー育成事業費 2,296,902円

（ア）人材育成研修

地域防災力向上に向けて、新たなマンパワーを掘り起こすため、自主防災組織や

事業所のほか、女性・外国人・学生など広く一般県民を対象とした防災に関する人材

育成研修を実施した。さらに、自主防災組織のリーダーや次世代の担い手などを育成

する一部の講座では、本県独自の「防災に関する知事認証制度」により、講座修了者

に対して知事認証を付与し、意識の高揚を図った。

＜令和６年度静岡県地域防災力強化人材育成研修実績＞ （単位：人）

№ 講座名 場 所 開催時期（期間） 定員 修了者

知
事
認
証

1

ふじのくに防災士養成

講座(Ａコース、Ｂコ

ース、Ｃコース)

県立大学 Ａ:９月4日〜 ９月16日(７日間) A:150 99

地震防災センター Ｂ:９月22日〜10月19日(７日間) B: 70 65

オンライン講義 C:Aと同様（オンライン） C:100 72

2
ふじのくに防災マイス

ター養成講座
地震防災センター ２月５日 50 10

3
ふじのくに地域防災指

導員能力向上研修
各地域局 随時 各50程度 183

4
ふじのくに災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨ

ｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ養成講座
各市町 随時 各30程度 308

5

ふじのくにジュニア防

災士養成講座

(教育委員会連携講座他)

各学校等 随時 なし 30,271

行
政

6 行政職員防災研修
動画視聴及び

オンライン講義

本講座 ９月５日､６日

フォローアップ講座 ２月20日
各60

28

24

そ
の
他

7
ふじのくに防災士

フォローアップ講座

オンライン講義
９月４日～10月16日

ふじのくに防災士養成講座再受講
70 67

地震防災センター
オンライン講義 ３月２日 48 16

8 外国人防災講座
各市町の

会場等
随時 各50程度 370
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※上記のほか静岡大学主催の「ふじのくに防災フェロー養成講座」(知事認証 修了者１人)

（イ）次世代防災リーダー育成研修

少子高齢化が進行する中で、地域防災力の維持・向上を図るためには、次代の担

い手となる子ども達への防災啓発が重要であるため、市町教育委員会等と連携し、主

に県内の中学生を対象に｢静岡県ふじのくにジュニア防災士｣養成講座を実施した。

※東日本大震災の被災者が当時の体験や災害に対する日頃の備えの重要性を語るもの

＜令和６年度受講実績＞ （単位：校、人）

（４）防災意識の啓発・教育

ア 県内外のボランティア団体育成のための研修

県民防災啓発強化事業費（再掲） 21,215,894円

（ア）内閣府との連携

「被災住宅応急復旧研修会」と題し、「官民連携による被災者支援体制整備」モデ

№ 講座名 場 所 開催時期（期間） 定員 修了者

そ
の
他

9
地域で活躍する女性
防災リーダー育成講座
（男女共同参画課主催講座）

松崎町農村

環境改善

センター

11月16日、23日 30 24

10
社会福祉施設等職員防

災研修（福祉指導課主催講座）
動画視聴

11月15～30日

（視聴期間）
なし 89

11 大学生防災講座
地震防災センター 薬学部5月16日、17日

240
75

県立大学 看護学部12月９日、16日 110

12
防災・減災ワークショ
ップ

地震防災センター ７月27日 80 70

13 こども地震防災教室 地震防災センター ８月17日 180 137

14 ＨＵＧ講座 地震防災センター 不定期（半日） 各回60 43

15
ＤＩＧ、ＴＥＮ講座
(DIG:D、TEN:T)

地震防災センター 不定期（半日） 各回60
D 192
T 54

計 32,307

コース 意識啓発コース 知識行動コース 自主講義コース

講
座
内
容

・語り部動画※

・防災学習アプリ

・わたしの避難計画

・防災かるた

＋

防災講話

・地震、津波の基礎知識

・自助、共助の重要性

・若者世代に期待すること

・家庭内対策 等

防災講話

・自然災害の基礎知識

・自助、共助の重要性

・若者世代に期待すること

・家庭内対策 等

＋

防災演習

・ＤＩＧ ・ＨＵＧ

・災害時判断ゲーム

・地域活動 等

認定要件を満たす学

校独自の取組（意識

啓発・知識行動コー

スと同等と認められ

る講座）

講
師

地域局、危機情報課、

ふじのくに防災士等
地域局、危機情報課等

学校教職員、

市町職員等

区 分 小学校 中学校 高 校 特支 その他 計

受講校数 120 167 38 9 12 346

受講者数 6,095 17,807 5,999 210 160 30,271
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ル事業を活用して、水害に遭った家屋の床下清掃や土砂撤去及び乾燥などの活動事例

を紹介するとともに、災害時に適切な対応ができるようになることを目的とした研修

会を実施した。

・第１回：令和６年７月29日（月） 沼津市 参加者87人

・第２回：令和６年８月２日（金） 下田市 参加者34人

（イ）静岡県社会福祉協議会及び静岡県ボランティア協会との連携

県災害ボランティア本部、各市町災害ボランティア本部、災害ボランティア支

援センター等と連携し、「災害時要配慮者支援を考えるワークショップ型研修会」を

開催した。

・開催日 令和７年３月９日（日）

・参加者 82人

（ウ）静岡県単独の研修

例年、地域の災害ボランティア関係団体同士の連携を図るため、各地域局ごとに

連絡会等を開催してきた。令和６年度は、実効性を高めるため、全地域局管内を対象

に、地域局ごとの対面会場と本庁をWebでつなぐハイブリッド型の研修会を実施した。

研修では、能登半島地震における現地の活動事例について、石川県珠洲市及び珠洲市

社会福祉協議会職員から講演をいただいた上で、関係する団体が平時から連携するた

めに必要な取組等について意見交換を行った。

・開催日 令和６年７月18日（木）

・参加者 174人

イ 避難所運営体制の強化

県民防災啓発強化事業費（再掲） 21,215,894円

令和４年に改定された「避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」

（内閣府）等に基づき、感染症対策、災害関連死を防ぐ生活環境等の改善、防災機能

設備等の確保、立地状況を踏まえた適切な避難所の開設、女性の視点を踏まえた運営

などについて、各市町に手法の助言等を行った。

ウ 地震防災センターによる防災啓発

県民防災啓発強化事業費（再掲） 21,215,894円

静岡県地震防災センターにおいて、「知る 備える 行動する」のコンセプトのも

と、展示・体験施設の案内、研修、インターネットによる情報発信等を通じて、地震・

津波発生のしくみや家屋の耐震化、家具や電化製品の固定、水・食料の備蓄など家庭内

対策を促進するとともに、風水害や火山災害についての知識と避難行動などを周知する

ことにより、県民の防災意識の高揚及び防災対策の推進を図った。

また、インターネット上で地震防災センターの見学を疑似体験できる「デジタル地震

防災センター」により多くの県民に防災について学ぶ機会を提供した。
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（ア）体験学習

来館者に対し、インストラクターが展示施設を案内し、地震の揺れの擬似体験や、

自然災害に対する備えについて解説を行うとともに、アドバイザーによる来館者の希

望に応じた、より具体的な防災対策の講話等を実施した。

・令和６年度来館者数 31,450人（累計1,365,968人）

・出前講座やオンライン受講等を含めた利用者数 40,348人（累計1,473,088人）

＜利用者の内訳＞ （単位：人）

（イ）出張展示

東部・西部地域を中心に、学校や市町の防災イベント、大型商業施設などにおい

て、地震・津波発生のメカニズムや家庭及び地域での備えなどをとりまとめた大型ボ

ードの展示・解説等を行い、県民の防災意識の高揚を図った。

・実施回数 28回

（ウ）サテライト地震防災センター

市町及び防災人材等と協働した「サテライト地震防災センター」を各地域に一定

期間設置し、県民の自助・共助の取組の底上げを図った。

・実施箇所数 15箇所

（エ）インターネットによる防災情報の発信

令和５年２月から「デジタル地震防災センター」を開設しＶＲ体験等を提供すると

ともに、ホームページ等により最新の情報の提供や防災意識の高揚を図った。

・ホームページ年間アクセス件数 1,167,236 件（平均：3,197件／日）

（オ）防災啓発用パネル・ビデオの貸出し

自主防災組織や事業者等が主催する防災講座等に啓発用の資材を貸し出し、防災

意識の高揚を図った。

・パネル貸出し 15件（延39セット）

・ビデオ貸出し 48件（延54本）

（カ）静岡県地震防災センターWeb見学予約システム運用開始

休館日や夜間などの閉館時間でも予約の受付ができるよう、令和６年６月からWeb

予約システムの運用を開始した。これにより、予約の空き状況の見える化や手続きの

簡素化が図られ、利用者の利便性向上につなげることができた。

全 体 個 人

団 体

自主防

町内会
事業所

各種団

体
学校等 行政等

40,348
6,115

(15.2%)

34,233

(84.8%)

7,137

(17.7%)

2,997

(7.4%)

7,835

(19.4%)

14,410

(35.7%)

1,854

(4.6%)
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エ 総合防災アプリ「静岡県防災」の運用

県民防災啓発強化事業費（再掲） 21,215,894円

危機管理総合調整費（再掲） 631,084,042円

令和元年６月に運用を開始した総合防災アプリ「静岡県防災」を通じて、台風や豪

雨等の非常時に、気象警報や住民避難に関する緊急防災情報を迅速に伝達したほか、地

域のハザードマップや指定緊急避難場所等の平時に確認すべき防災情報の提供を行った。

避難所運営の支援機能や自主防災組織向けの機能の利活用が増えてきたことから、避

難所運営支援機能を中心に平時・災害時にさらなる利活用が可能となるように、機能の

改修を実施した。

当該アプリについては、出前講座や研修会の場等を通じて普及を図った。

・講話・研修会開催数 24回（参考：令和６年度末までのダウンロード数354,313

件）

（５）津波避難体制の整備

ア 津波対策推進旬間における啓発活動

東日本大震災の教訓を踏まえ、県・沿岸21市町が、住民、防災関係機関等と一体と

なって津波避難対策を推進した。

（ア）津波対策推進旬間（令和７年３月７日～３月16日）

津波に対する正しい知識の普及等を図るとともに、命を守る避難行動に反映させ

るため、県内各地域において実践的な津波避難訓練（総合防災アプリ「静岡県防災」

を活用した避難時間の計測等）や「わたしの避難計画」の作成等を実施した。

＜令和６年度重点事項＞

・早期避難意識と備蓄の徹底、即時避難の実践・検証、避難行動要支援者への支援

体制の検証

・リーフレットによる住民の意識啓発、地震と津波に対する正しい知識の習得、総合

防災アプリ「静岡県防災」の活用方法の周知

（６）火山防災対策の推進

ア 富士山火山災害対策

県民防災啓発強化事業費（再掲） 21,215,894円

富士山の火山噴火に備えるため、国や周辺自治体、火山専門家、関係機関などで構

成される法定の富士山火山防災対策協議会において、火山防災対策の情報交換や噴火

前から噴火現象の収束までの一連の火山災害を想定した合同図上訓練を実施した。

（ア）富士山火山防災対策協議会の開催

令和７年３月26日に第15回協議会を開催し、各構成機関における取組を報告すると

ともに、令和７年度事業計画として、富士山地域の大規模降灰対策に係る検討や協議

会訓練のあり方検討を行うことが承認された。

（イ）富士山火山防災情報伝達訓練（登山者の安全対策）の実施

富士山登山者の安全対策を進めるため、平成27年３月に策定した「富士山火山広
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域避難計画」に定める登山者への情報伝達体制の実効性を確認するため、平成27年

度から開山直後に情報伝達訓練を実施している。

令和６年度の訓練では、「火山の状況に関する解説情報（臨時）」が発表された

との想定のもと、県・周辺市町・山小屋や関係機関が連携して電話等による情報伝

達や、「コンパス」アプリにより直接登山者のスマートフォンへ多言語での情報配

信を行った。

・日 時 令和６年７月19日（金）

・場 所 山小屋（富士宮ルート、御殿場ルート、須走ルート）及び登山口（富士

宮口五合目、御殿場口新五合目、須走口五合目）

・参加者 県、富士宮警察署、富士山各山小屋組合、各市町等 約100人

（ウ）避難計画等の改定・修正

ａ 静岡県地域防災計画（火山対策編）の修正

・令和５年３月に富士山火山広域避難計画を改訂・改称した富士山火山避難基本

計画を踏まえつつ、溶岩流が短時間で到達する地域に市街地を抱える本県の特

性を踏まえた計画とした。

・溶岩流が１時間以内に到達する可能性のある範囲及び短時間で溶岩流の流下に

より孤立が見込まれる可能性のある範囲を第２次避難対象エリア（事前避難対

象）へ含めた。

・噴火現象の特定に時間を要した場合を想定し、溶岩流のハザードマップを地形

により15の「流下パターン」に整理した。

・広域避難について、「噴火開始直後の流下パターンごとの避難先」及び「噴火

現象判明後の最大影響時の避難先」及び「一時集結地の開設予定地」について、

整理した。

ｂ 市町地域防災計画の修正（避難計画の策定・改定）

・火山災害警戒地域に指定されている10市町（静岡市、沼津市、三島市、富士宮

市、富士市、御殿場市、裾野市、清水町、長泉町、小山町）は、富士山火山避

難基本計画及び静岡県地域防災計画を踏まえ、市町地域防災計画の修正や避難

計画の改定作業を行った。

・引き続き10市町を支援し、より詳細な避難計画等の改定を進めるなど実効性を

高める。

（エ）広域避難体制の整備

噴火の位置と規模によっては、市町の区域を越えて広域避難が必要となるケース

も想定されることから、実効性のある広域避難体制の整備のため、「流下パター

ン」ごとの避難者数を整理した。避難実施市町と連携し、広域避難先となる県内の

受入先市町との調整及び具体的な避難の流れについて検討を進めている。
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（オ）避難促進施設（避難確保計画作成）の指定

市町が地域防災計画に位置付ける避難促進施設について、関係団体等への説明を

実施した。国の指針等を踏まえ、施設管理者等の避難確保計画の作成に向けて、関

係市町とともに支援していく。

（７）地震・火山活動に関する調査及び観測

ア 地震・火山調査研究事業

地震・火山調査研究事業費 22,181,299円

震度情報ネットワーク更新事業費 62,568,000円

南海トラフ地震の観測監視体制は国等により充実が図られ、令和７年３月31日現在、

県内318箇所に観測機器が設置されている。このうち249箇所は気象庁にリアルタイム

でデータを送信している。

（ア）震度情報ネットワークシステムによる地震監視

県と市町の初動体制の強化を図るため、整備した震度情報ネットワークシステム

（74観測点）の適正な維持と機器の保守点検を行った。また、県庁に設置している震

度情報送受信装置の更新を行った。

（イ）大深度歪計による地殻変動の観測

南海トラフ地震の予測の確度の向上に資するため、浜松市天竜区春野町及び川根

本町に整備した地殻変動総合観測施設（大深度ひずみ計）の適正な維持管理を行っ

た。また、県庁に設置している歪監視装置の更新を行った。
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【評価】

・自主防災組織による防災訓練・防災研修実施率について、市町と連携して「地域防災活動

マニュアル」の活用や地震防災強化月間等における訓練の実施を呼び掛けたことにより、

訓練の実施率が向上した。

・津波避難施設による要避難者カバー率について、県地震・津波対策等減災交付金により、

市町の実施する津波避難施設の整備や避難誘導標識の設置等に対し、財政的な支援を継

続したことにより、整備の進捗が図られた。

・自主防災組織の人材台帳の整備率について、「地域防災活動マニュアル」や県総合防災ア

プリ「静岡県防災」の防災カルテの活用等を働きかけたが、整備率は低い状況にある。

・自主防災組織における避難所運営訓練実施率について、市町と連携して「避難所運営マニ

指標名 現状値
実績

目標値2021
年度

2022
年度

2023
年度

2024
年度

成
果
指
標

自主防災組織による防
災訓練・防災研修実施
率

(2018年度)
89.1％

84.4% 89.2% 96.7% －
毎年度
100％

津波避難施設による要
避難者カバー率

(2020年度)
97.9％

98.1% 98.1% 98.1% 98.4% 100％

自主防災組織の人材台
帳の整備率

(2022年度)
38.2％

－ 38.2% 14.6% － 100％

活
動
指
標

自主防災組織における
避難所運営訓練実施率

(2020年度)
42％

14.8% 24.4% 12.7% － 100％

防災に関する知事認証
取得者数

(2017～2020年度)
累計20,520人

23,631人 24,907人 24,763人 24,571人
(2022～2025年度)

累計
30,000人

地域の防災人材を活用
して防災力向上に取り
組む自主防災組織の割
合

(2020年度)
―

32.5% 74.5% 69.7% － 100%

県総合防災アプリ「静
岡県防災」を活用して
訓練を実施した自主防
災組織の割合

(2020年度)
―

0% 12.3% 31.0% － 100%

地域防災力強化人材育
成研修修了者数

(2017～2020年度)
累計24,230人

25,713人 31,732人 33,455人32,307人
毎年

32,500人
次代の地域防災を担う
ジュニア防災士の養成
数

(2020年度)
11,048人

23,267人 29,753人 31,309人30,271人
毎年度

30,000人

自主防災組織の運営に
女性の意見が反映され
ている自主防災組織の
割合

(2020年度)
―

52.3% 55.1% 75.0% － 100%

地震防災センター利用
者数

(2020年度)
17,940人

24,373人 30,628人 38,121人40,348人
毎年度

60,000人
津波避難訓練を実施し
ている自主防災組織
（沿岸21市町）の割合

(2020年度)
―

18.0% 74.1% 77.1% －
毎年度
100％

津波避難訓練の住民参
加率

(2018年度)
34.6％ － 35.0% 40.2% 43.2%

毎年度
50％以上

富士山ハザードマップ
（改訂版）を踏まえた
防災訓練や研修に取り
組む自主防災組織割合

(2020年度)
―

41.0% 38.5% － － 100%
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ュアル」の周知、地震防災強化月間等における避難所運営ゲーム（ＨＵＧ）等を活用し

た訓練の実施を呼び掛けたが、訓練の実施に繋がっていない。

・防災に関する知事認証取得者数について、対象者の所属する団体等への周知を強化すると

ともに、認証手続きを主催者に改めて周知するなど、取得者数の増加に努め、例年並み

の人数を確保した。

・地域の防災人材を活用して防災力向上に取り組む自主防災組織の割合について、「地域防

災人材バンク」の事務取扱要領を改正し人材バンク登録者の活動状況を公開したほか、

「ふじのくにジュニア防災士養成講座」の講師など防災人材の活躍の機会を増やし、認

知度の向上を図ったが、地域での活動の伸びには繋がっていない。

・県総合防災アプリ「静岡県防災」を活用して訓練を実施した自主防災組織の割合について、

自主防災組織役員を対象とした研修会や防災訓練などの機会を積極的に活用し、アプリ

の操作方法などについて丁寧に説明したほか、アプリを活用して自主防災組織の調査を

行うなどした結果、アプリを活用して訓練を実施した自主防災組織の割合が増加した。

・地域防災力強化人材育成研修修了者数について、オンラインと対面の講義を併用するなど

受講環境の整備により研修生の増加に努めた結果、例年並みの修了者数となった。

・次代の地域防災を担うジュニア防災士の養成数について、学校等への積極的な講座開催の

働きかけや、市町が実施している防災教育事業との連携など自主講義コースの認証拡大

等により養成数の増加に努め、30,000人以上のジュニア防災士を養成した。

・自主防災組織の運営に女性の意見が反映されている自主防災組織の割合について、「地域

防災活動マニュアル」の活用や県総合防災アプリ「静岡県防災」の防災カルテによるア

ドバイスなどにより意識向上を図ったことで、女性の意見が反映されている自主防災組

織の割合が大きく増加した。

・地震防災センター利用者数について、「サテライト地震防災センター」や「デジタル地震

防災センター」により地震防災センターの周知を図ったことで、来館者数が増加し、前

年度より約2,000人の利用者増となった。

・津波避難訓練を実施している自主防災組織（沿岸21市町）の割合について、市町と連携し、

自主防災組織に対し、津波対策推進旬間における訓練実施を働きかけたほか、各地域局

においても過去の訓練動画等を用いて訓練実施を積極的に広報したことで、実施率が向

上した。

・津波避難訓練の住民参加率について、津波対策推進旬間中に訓練の統一実施日を設定し、

訓練参加を呼び掛けるとともに、地震防災センターにおいてパネル展「地震だ、津波だ、

すぐ避難！」を開催し、津波避難の重要性を啓発したことにより、参加率が向上した。

【課題】

・自主防災組織による防災訓練・防災研修実施率及び避難所運営訓練実施率については、自

主防災組織の役員が数年で入れ替わる中、「地域防災活動マニュアル」や「避難所運営

マニュアル」が十分に引き継がれず、避難所運営訓練を実施したことがない自主防災組

織が多いことが課題である。

・津波避難施設による要避難者カバー率の向上には、津波避難施設の整備とともに、地域住

民への津波リスクの周知や避難のタイミングの理解促進など早期避難意識を高めること
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が必要である。

・地域の防災人材を活用して防災力向上に取り組む自主防災組織の割合については、令和６

年度に「地域防災人材バンク」の事務取扱要領を改正し、人材バンク登録者の活用促進

に努めたが、「地域防災人材バンク」の存在が自主防災組織に十分に周知されていない。

・県総合防災アプリ「静岡県防災」を活用して訓練を実施した自主防災組織の割合について

は、当該アプリの理解が十分ではないために活用できない組織があった。

・自主防災組織の運営に女性の意見が反映されている自主防災組織の割合については、増加

傾向にあるものの、性別による固定的な役割分担意識などにより女性意見の反映がされ

ていない組織があった。

・地震防災センターは、リニューアルオープン以降、利用者は年々増加しているが、中部地

域の利用者が４割と多く、東部、西部地域の利用者を増やしていく必要がある。また、

南海トラフ地震臨時情報発表や国の南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループの

被害想定の公表など、最新の防災情報の発信拠点としてより多くの県民にセンターを利

用していただく必要がある。

・津波避難訓練を実施している自主防災組織の割合及び住民参加率について、新型コロナウ

イルス感染症で津波避難訓練が数年間実施できなかったことによる意識の低下が課題で

あったが、訓練参加率は上昇傾向にある。

・富士山ハザードマップ（改訂版）を踏まえた防災訓練や研修に取り組む自主防災組織割合

について、「富士山火山避難基本計画」及び「静岡県地域防災計画」を踏まえ、火山災

害警戒地域に指定された市町は、地域防災計画の修正や避難計画の改定作業を行ったが、

自主防災組織において訓練や研修の実施に至っていないことが課題である。

【改善】

・自主防災組織による防災訓練・防災研修実施率及び避難所運営訓練実施率については、

「地域防災人材バンク」を周知し、自主防災組織が避難所運営リーダーなどの防災人材

を活用して避難所運営訓練を実施できるよう、市町を通じて働き掛けていく。

・津波避難施設による要避難者カバー率については、引き続き津波避難施設の整備など市町

の取組を関係部局と連携し支援するとともに、地域住民への津波リスクの周知や避難の

タイミングなどについて、「わたしの避難計画」の普及を図り、早期避難意識を高めて

いく。

・地域の防災人材を活用して防災力向上に取り組む自主防災組織の割合については、県ホー

ムページや「サテライト地震防災センター」、出張展示、出前講座など様々な機会を通

じて、「地域防災人材バンク」を広く周知し、自主防災組織が防災人材を活用できるよ

うマッチングしていく。

・県総合防災アプリ「静岡県防災」を活用して訓練を実施した自主防災組織の割合について

は、引き続き自主防災組織役員を対象とした研修会などにおいて、当該アプリの有用性

を説明し、理解を得てもらうことで訓練の実施を働き掛けていく。

・自主防災組織の運営に女性の意見が反映されている自主防災組織の割合については、引き

続き「地域防災活動マニュアル」の活用や、防災委員等役員へ３割以上の女性配置など

により意識向上を図っていく。
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・地震防災センターは、令和２年６月のリニューアル以降、予約が必要なガイドツアー型の

見学を中心としており、来館者に合わせた丁寧な防災啓発を実施している。引き続き防

災情報の発信拠点として、ニーズにあった防災講座の開催、出張展示や出前講話などに

より利用者増加を目指す。また、令和６年度から運用を開始したＷｅｂ予約システムに

よる利便性向上と、県内市町と連携して実施する「サテライト地震防災センター」によ

り、センターの周知を図っていく。

・津波避難訓練を実施している自主防災組織の割合及び住民参加率について、引き続きパネ

ル展や過去の訓練動画の公開、アプリを用いた避難トレーニング訓練の実施呼び掛け等

により意識啓発を行うとともに、津波リスクの周知や避難のタイミングなどを確認する

「わたしの避難計画」を津波避難訓練で実証するなど、実施率の向上を図っていく。

・富士山ハザードマップ（改訂版）を踏まえた防災訓練や研修に取り組む自主防災組織割合

について、引き続き各市町と連携し、富士山ハザードマップ（改訂版）及び「富士山火山

避難基本計画」及び各市町地域防災計画の内容について、自主防災組織への浸透を図ると

も、防災イベントの実施などにより、火山について知ってもらうことで実施率の向上を図

っていく。
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Ⅳ 危機対策課

１ 施策の体系

２ 主要施策の実施状況及び評価と課題

（１）県・市町の危機事案対応能力の強化

ア 災害対策本部・方面本部体制の確立

災害対策本部等運営事業費 156,031,732円

（ア）防災体制の整備

ａ 防災要員の指名

県の地震防災応急対策及び災害応急対策の迅速かつ的確な実施を図るため、全

職員に対して従事する業務をあらかじめ付与し、地震防災応急対策要員及び災害

応急対策要員として指名した。

b 空撮用ドローンの整備

市町支援機動班が派遣先の市町の被災現場において上空写真や動画等を撮影し、

市町本部、県本部及び県方面本部に伝送することにより、被害状況を迅速に共有

するため、令和５年度に空撮用ドローンを14機整備した。また、ドローンを操縦

する技能を習得するため、班員のうち15人がドローンを操縦するための無人航空

機操縦者技能証明（二等無人航空機操縦士）を取得した。

政策の柱…危機管理体制の強化

目 標 …
様々な危機事案に迅速・的確に対応できるよう、県の危機管理体制

を一層充実させる。

…

県民一人ひとりの個別避難計画の策定を支援するとともに、地域の

防災訓練における同計画の活用を促進することで、県民の早期避難

意識の向上を図るほか、自主防災組織や消防団との連携、防災士等

の人材育成などを推進し、地域防災力を強化する。

施 策 危機事案対応能力の強化

取 組 県・市町の危機事案対応能力の強化

取 組 警察・消防・自衛隊、ライフライン事業者等との

連携強化

取 組 被災後の県民生活の支援

政策の柱…防災・減災対策の強化

目 標 …
ハード・ソフト両面を適切に組み合わせた地震・津波・火山対策や

風水害・土砂災害対策を進め、被害を最小限に抑制する。

…
様々な危機事案に対応できるよう、迅速かつ的確に情報収集し、県

民に情報提供できる体制を強化する。

施 策 風水害・土砂災害対策

取 組 風水害・土砂災害からの避難体制の整備
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令和６年度は、人事異動に伴うドローン操縦者の減に伴い、市町支援機動班３人

に加え、各地域局から１人ずつ計４人及び危機対策課１人の合計８人が新たに技

能証明を取得した。

ｃ 物資輸送用ドローンによる孤立集落等への支援体制の整備

災害発生時に孤立集落等へ迅速に緊急物資を輸送する体制を整備するため、令和

６年度に物資輸送用ドローンを４機整備した。

また、（一社）日本UAS産業振興協議会及び（一社）静岡県無人機安全協会と、ド

ローンによる物資輸送や被害情報の収集等の支援を受けることを目的とした協定を

締結した。

ｄ タイムライン（事前防災行動計画）の導入

台風等による大規模な気象災害に対しては、予報精度の向上に伴い、いつ誰が、

どのように、何をするのか等をあらかじめ明確にしておくことが、迅速かつ的確

な防災対応をとる上で非常に重要となっており、平時から地方自治体や関係機関

等が共通の時間軸に沿ったタイムライン（事前防災行動計画）を協議・導入し、

防災対応の熟度を高めていく必要がある。

県では、平成26年度から試験的に導入しており、令和３年３月末までに洪水予

報河川又は水位周知河川に関係する市町（20市10町）の全てにおいて運用を開始

した。その後、洪水予報河川又は水位周知河川が追加となったことから、該当す

る市町（９市１町）についても作成を進めた。

ｅ 県災害対策本部運営要領の改正

近年の激甚化、頻発化する風水害に対応するため、令和７年４月１日付けの県災

害対策本部運営要領の改正に向け、県の組織改編に合わせた災害対策本部の体制の

適正化、官民で連携して円滑かつ的確な被災者支援を行う「被災者支援調整グルー

プ」の指令部への創設を規定した。

ｆ 孤立予想集落対策

令和６年能登半島地震では、道路の寸断により孤立集落が多数発生し、事前の対

策の必要性が再認識されたことを受け、市町と連携し、これまでに把握した孤立が

予想される集落について、アクセス道路の危険箇所、迂回路や通信手段のバックア

ップ体制の有無、食料・飲料水の備蓄状況等の実態調査や、ヘリコプターの離着陸

スペースの点検を実施した。

調査結果は、災害発生時に円滑・迅速な救出・救助や生活物資等の支援を行える

よう、集落ごとに「孤立予想集落台帳」にまとめ、警察・消防・自衛隊などの応援

部隊や市町と共有した。

イ 防災訓練等の企画・実施

危機管理総合調整費（再掲） 631,084,042円
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災害対策本部等運営事業費（再掲） 156,031,732円

（ア）総合防災訓練

令和６年９月１日（日）に、県、熱海市及び伊東市が共催で、防災関係機関、自

主防災組織、消防団、医療救護機関、ライフライン関係機関、ボランティア組織等

が参加する実動訓練を計画したが、台風第10号の接近に伴い、県主催の訓練は中止

した。

なお、防災週間とその前後を含む期間に市町が実施した訓練には、約600団体、約

６万人が参加した。

（イ）地域防災訓練

・実 施 日 令和６年12月１日（日）「地域防災の日」を中心に実施

・概 要 「地域の特性に応じた防災体制の確立」と「県民の防災意識の高揚によ

る減災」を目的として、自主防災組織が中心となり、各地域の特性に

応じ、地震・津波・火山噴火災害のほか、風水害による被害等のリス

クを踏まえた想定の訓練を行った。

・参加人員 約68.5万人

（ウ）地震対策オペレーション2025（大規模図上訓練）

・実 施 日 令和７年１月17日（金）（防災とボランティア週間）

・概 要 当該年度実施した各種防災訓練の集大成として、県、市町・消防本部、

自衛隊、防災関係機関（自衛隊・警察・海上保安庁等）と連携し災害応

急対策に係る地震対策オペレーション2025（大規模図上訓練）を実施。

・重点項目 本部、方面本部及び市町等の連携強化

「南海トラフ地震における静岡県広域受援計画」の点検

能登半島地震における教訓への対応

・参加人員 約7,000人

（エ）個別訓練

a 全職員参集訓練

・実施日時 令和６年４月25日（木）午前６時45分から８時20分まで

・概 要 大規模地震が発生したことを想定し、全県職員を対象とした参集訓練

を訓練日の予告なしで実施した。

・対 象 者 県職員約7,300人

b 津波避難訓練

・実 施 日 令和７年３月７日（金）から令和７年３月16日（日）

・概 要 本県の地域防災計画では、東日本大震災が発生した３月11日を含む10

日間を、津波対策推進旬間と定めており、令和６年度は３月７日から

３月16日までとし、要避難地区及びその隣接地区の住民を中心に、避

難路などの点検を通じて、迅速かつ適切な避難行動を取れるよう習熟
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を促した。

・参加人数 約14万５千人

ウ 災害への対応

災害対策本部等運営事業費（再掲） 156,031,732円

（ア）地震への対応

令和６年度中は静岡県及び周辺において地震による被害は発生しなかった。

（イ）風水害への対応

令和６年度中は気象警報等の発表に対し、事前配備（情報収集体制等）を23回と

った。

主な災害としては、「台風第10号による被害」が挙げられる。

同台風により、県内では８月27日から31日にかけて記録的な大雨となり、河川の

増水や氾濫及び土砂崩れ等により、住家の浸水や損壊被害が発生した。

＜令和６年度の主な風水害＞

エ 災害対策本部機能の維持管理

災害対策本部等運営事業費（再掲） 156,031,732円

（ア）防災資機材等の整備

県本部・方面本部の非常時における執行体制を維持・強化するため、防災資機材

の整備、防災服の配布、防災対策要員用備蓄食料の更新などを行った。備蓄食料に

ついては、７日間分を確保する計画で平成26年度から整備を行っている。

・県職員用非常備蓄食料 １日３食×７日間×6,000人分×50％（２交代体制）

※静岡がんセンターでは、職員分に加え患者分を別途備蓄

オ デジタル防災通信システム等のシステム管理

危機管理総合調整費（再掲） 631,084,042円

災害対策本部等運営事業費（再掲） 156,031,732円

静岡県デジタル防災通信システム定期部品交換事業費 68,000,000円

（ア）防災行政無線運営事業

ａ 地震情報や気象予警報等の防災気象情報を、防災行政無線を使って県から方面本

部、市町等に音声やファクシミリで一斉同報伝達し、災害の未然防止や災害応急対

災害名 発災時期

主 な 被 害 状 況

人的被害（人） 住家被害（棟）

死者数
重傷

者数

軽傷

者数

全壊

棟数

半壊

棟数

一部

破損棟数

床上

浸水

床下

浸水

大雨等 ６月18日 １ ２ 46 58

大雨等 ６月28日 ２ １ １ ９

台風第10号 ８月26日 １ 22 24 14 90

突風（竜巻） 10月３日 １ ３ 36

大雨 11月２日 ２ ８ 14 48
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策活動の迅速な実施に寄与した。

平時には、一斉同報システムを利用した市町等への行政文書の伝達や、衛星通信

用移動中継車や県庁の映像通信システムを活用した庁内広報、県庁と総合庁舎間の

データ通信や庁内電話の通信回線として幅広く利用した。

＜令和６年度の運用状況＞

ｂ 防災行政無線システム（地上系、衛星系）の機能を維持するため、無線通信設備、

発電機等の電気設備及びファクシミリの定期保守点検並びに修繕等を実施した。

（イ）通信訓練等の実施

ａ 全国非常通信訓練

電波法第74条の２の規定により、総務省が中心となり、非常時における通信の

円滑な実施を確保するため、中央非常通信協議会、地方非常通信協議会及び地区非

常通信協議会が設立されている。非常通信協議会では定期的に非常通信訓練を実施

しており、令和６年11月21日（木）に全国非常通信訓練を行った。

ｂ その他

防災行政無線等を活用した情報収集訓練のほか、中継車の映像配信研修等の実

施により、機器操作の習熟及び災害対応力の維持･向上に努めた。

（ウ）防災情報共有システム・映像システムの維持管理

災害応急対策業務を支援する「防災情報共有システム」、「映像システム」の機能

維持を図るため、設備の定期保守点検等を実施した。

（エ）危機管理情報一斉配信システムの維持管理

平成19年度に運用を開始した「携帯電話のメール機能を活用した地震関連情報等の

一斉配信システム」により、県職員に対し、県内で地震が発生した際の震度情報等

を配信するとともに、個別訓練等において情報伝達を実施した。

（オ）静岡県デジタル防災通信システム定期部品交換事業

平成27年度に整備した「静岡県デジタル防災通信システム」を適切な状態で維持す

るため、定期交換部品、消耗品等の計画的な交換を実施した。

カ 静岡県デジタル防災通信システム等の強化

デジタル防災通信システム機能強化事業費 72,000,000円

（ア）無線中継所の新設

本県のデジタル防災通信システム（地上系）において利用している通信事業者の中

継所の廃止計画に伴い、中継所の新設を行う令和６－７年度の債務工事に着手した。

区 分
一斉同報 通信 映像発信

地震 気象 行政 運用管理 県庁局 中継車

回 数 53 582 102 249 17 5

計 986 22
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（イ）静岡県デジタル防災通信システム（衛星系）改修

国が計画する地域衛星通信ネットワークの次世代システムへの移行に伴い、これ

を利用する静岡県デジタル防災通信システムの機能強化を図るため、次世代システム

に対応した設備に改修する令和６－７年度の債務工事に着手した。

キ 防災通信システムの改修

袋井土木事務所防災通信システム改修事業費 63,360,000円

浸水のおそれがある場所に設置されていた袋井土木事務所内の静岡県デジタル防災通

信システムについて、浸水時も機能性を担保するため、無線設備の移設工事を実施した。

（２）警察・消防・自衛隊、ライフライン事業者等との連携強化

ア 各種訓練・会議等を通じた関係機関との連携強化

災害対策本部等運営事業費（再掲） 156,031,732円

（ア）自衛隊（陸・海・空）との連携

ａ 静岡県指揮官会議

平成16年から自衛隊等との相互の連携・強化のため、本県に駐在する自衛隊の指

揮官等と本県の幹部が一堂に会する「静岡県指揮官会議」を開催しており、令和６

年度は11月27日(水)にクーポール会館（静岡市）を会場に開催した。

県内陸上自衛隊・航空自衛隊、海上自衛隊横須賀地方総監部、清水・下田海上保

安部、静岡県消防長会、静岡県警の各指揮官及び南関東防衛局長等が参加した。

（イ）在日米軍との連携等

東日本大震災において、自衛隊とともに「トモダチ作戦」を実施した在日米軍につ

いては、予想される南海トラフ地震等の発生時にも大きな力を発揮すると考えられる

ため、平素より連携強化に努めており、同軍が平成22年度から総合防災訓練に参加し

ている。

令和６年度は総合防災訓練（実動訓練）において、米海兵隊（キャンプ富士）が参

加する物資輸送訓練を計画したが、台風第10号の接近に伴い中止した。

（３）風水害・土砂災害からの避難体制の整備

ア 風水害合同対処訓練

・実施日時 第１回：令和６年８月５日（月）

第２回：令和７年２月10日（月）

・概 要 大規模な風水害が発生した場合を想定し、県、市町及び防災関係機関を

訓練対象者として、連携を一層強化するとともに、速やかな情報収集、

適切な情報発信、配備体制の切替え手順、気象情報に応じた住民避難体

制の確認等を円滑に実施できるようロールプレイング方式による図上訓

練を実施した。

・対 象 者 第１回：県危機管理部、県地域局、市町危機管理部局（松崎町、西伊豆町、

菊川市、森町）、陸上自衛隊第34普通科連隊、静岡地方気象台、
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警察署、消防本部等 計100人

第２回：県危機管理部、県地域局、市町危機管理部局（伊豆市、伊豆の国

市、焼津市、川根本町）、陸上自衛隊第34普通科連隊、静岡地

方気象台、警察署、消防本部等 計132人

イ 風水害版市町危機管理演習等

・概 要 風水害版市町危機管理演習として、令和６年５月30日（木）から令和６年

９月11日（水）までの間、４方面本部内の市町防災担当者等を対象とした

豪雨災害時における災害対策本部業務の図上訓練等を実施した。
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【評価】

※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、市町が訓練を中止等

・国、県、応援部隊等が参画した実践的な災害対策本部運営訓練を実施した市町数は、目標

値以上だが、台風第10号の影響により訓練を中止した市町があったため、前年より減とな

った。引き続き、実践的な災害対策本部運営訓練の積極的な実施を呼びかける。

・市町、国、応援部隊等と連携し、国の防災情報ネットワークシステム（ＳＩＰ４Ｄ）を活

用した防災訓練の実施回数は、８月の総合防災訓練（本部運営訓練）及び令和７年１月の

地震対策オペレーション2025の２回で、目標値以上となった。

・風水害訓練及び土砂災害訓練について、令和６年度には全ての市町が実施した。継続して

目標達成できるよう、関係各署に協力していく。

【課題】

・地震対策オペレーション2025（大規模図上訓練）では、本部指令部において、被害情報や

支援要請を重要度や緊急度に応じて選別する必要があった。

・また、危機管理センターのモニターに、被害状況図やクロノロジーを表示していたが、重

要な事案が入ってきた場合には、表示内容を切替えて、速やかに被災現場の状況を把握で

きるようにする必要があった。

【改善】

・本部指令部において、被害情報や支援要請などを受付けた段階で、重要性や緊急性に応

指標名
現状値

（2020年度）

実 績 目標値

(2025年度)2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

成果

指標

国、県、応援部

隊等が参画した

実践的な災害対

策本部運営訓練

を実施した市町

数

－※ －※ 15市町 15市町 12市町
毎年度

８市町

風水害による死

者数
０人 ０人 ３人 ２人 ０人

毎年度

０人

土砂災害による

死者数
０人 26人 ０人 ０人 ０人

毎年度

０人

活動

指標

市町、国、応援

部隊等と連携

し、国の防災情

報ネットワーク

システム（ＳＩ

Ｐ４Ｄ）を活用

した防災訓練の

実施回数

新型コロナ

ウイルス感

染拡大防止

のため延期

新型コロ

ナウイル

ス感染拡

大防止の

ため中止

２回 １回 ２回
毎年度

１回

風水害・土砂災

害避難等対処訓

練実施市町数

風水害

34市町

土砂災害

24市町

風水害

35市町

土砂災害

30市町

風水害

27市町

土砂災害

35市町

風水害

35市町

土砂災害

35市町

風水害

35市町

土砂災害

35市町

毎年度

全市町
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じたトリアージを行い、甚大な被害等の重要な情報は、大型スクリーンへの表示やアナ

ウンスなどにより、指令部員や防災関係機関など全体に情報共有するよう改善する。

・また、重要な情報が入った場合には、どこでどのような事案が発生しているのかを速や

かに把握する必要があるため、危機管理センターのモニターの表示内容は、被災現場の

位置や要救助者数、ヘリテレ及びドローンの映像を表示するなど、適時適切に切り替え、

速やかな状況把握や災害応急対策の立案ができるよう改善する。
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Ⅴ 消防保安課

１ 施策の体系

２ 主要施策の実施状況及び評価と課題

（１）消防保安体制の整備

ア 市町消防施設・設備の充実支援

地震・津波対策等減災交付金 2,115,041,000円

（ア）消防防災施設等の整備

市町の消防施設整備計画に基づく消防施設等の充実強化を図るため、国の消防防

災施設等整備費補助金を活用し、施設整備等の促進を図った。

また、早急に推進する必要のある地震対策事業等を行う市町等に対し、地震・津

波対策等減災交付金（一部事務組合消防のみ）による支援を行った。

＜令和６年度実績＞ （単位：千円）

※国庫事業の県費は地震・津波対策等減災交付金による付増

※（ ）書きは一部事務組合消防実施分

※地震・津波対策等減災交付金はＲ５→Ｒ６繰越分を含む

政策の柱…危機管理体制の強化

目 標 …
様々な危機事案に迅速・的確に対応できるよう、県の危機管理体制を

一層充実させる。

…

県民一人ひとりの個別避難計画の策定を支援するとともに、地域の防

災訓練における同計画の活用を促進することで、県民の早期避難意識

の向上を図るほか、自主防災組織や消防団との連携、防災士等の人材

育成などを推進し、地域防災力を強化する。

施 策 地域防災力の強化

取 組 消防保安体制の整備

補助事業名 実施数 事業費
特定財源 市町等

の財源国費 県費※ 地方債

消防防災施設整備費

補助金（国庫）
7 96,723 32,226 8,134 51,000 5,363

緊急消防援助隊設備

整備費補助金（国庫）

8

(2)

201,517

(36,410)

65,498

(14,818)

34,912

(8,632)

60,000

(11,000)

41,107

(1,960)

地震・津波対策等減災

交付金（県単補助分）

6

(6)

769,854

(769,854)

14,818

(14,818)

110,252

(110,252)

471,000

(471,000)

173,784

(173,784)

計
21

(8)

1,068,094

(806,264)

112,542

(29,636)

153,298

(118,884)

582,000

(482,000)

220,254

(175,744)
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（イ）消防力の現況 （基準日：４月１日現在）

イ 消防団の充実・強化

消防団体強化指導事業費助成 29,000,000円

地震・津波対策等減災交付金（再掲） 2,115,041,000円

（ア）消防団体の強化指導

（公財）静岡県消防協会が実施する消防団員の教育訓練、福利厚生、表彰、広報及

び防火思想の普及等の事業に対し助成するとともに、消防団の知識及び技能の向上を

図り、優れた団員を育成するため、教育訓練等の充実に努めた。

（イ）消防団の資機材等の充実・強化

消防団の充実・強化を図るため、消防団員の負担軽減や業務の効率化につながる各

種資機材の整備を行う市町に対して、地震・津波対策等減災交付金（危機政策課所

管）による助成を行った。

（ウ）消防団員数の推移 （基準日：４月１日現在 単位：人・％）

区分 項 目 R２ R３ R４ R５ R６

消
防
組
織

消防本部数 16 16 16 16 16

消防署数 45 45 45 45 45

消防職員数(消防吏員) 4,627 4,646 4,675 4,691 4,692

消防団数 35 35 35 35 35

消防団員数（非常勤） 18,486 18,093 17,358 16,882 16,640

消
防
施
設

普通消防ポンプ自動車 732 734 721 724 722

水槽付消防ポンプ自動車 149 145 143 143 142

はしご付消防自動車 29 28 28 29 29

化学消防自動車 33 32 33 33 33

救助工作車 46 45 44 44 44

小型動力ポンプ 959 933 924 866 869

指揮車 65 66 74 73 77

救急自動車 175 175 176 177 177

消
防
水
利

消火栓 60,070 62,045 62,365 62,478 63,188

防火水槽 17,436 17,424 17,514 17,568 17,354

防火井戸 2,019 1,967 1,937 1,935 1,937

年 S50 S60 R２ R３ R４ R５ R６

条例定数 A 28,553 27,095 21,461 21,312 21,203 21,072 21,047

団 員 数 B 27,789 26,420 18,486 18,093 17,358 16,882 16,640

女性団員数（再掲） － (42) (388) (396) (408) (420) (431)

充 足 率 B/A 97.3 97.5 86.1 84.9 81.9 80.1 79.1

団員数（全国） 1,118,036 1,033,376 818,478 804,877 783,578 762,670 746,681
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（エ）消防団員の確保対策

若年層の新規入団者の減少や団員における被雇用者割合の増加に対応するため、

「消防団協力事業所表示制度」による認定促進を行った。

また、消防団が活動しやすい環境整備や消防団員の確保を促進するため、「消防

団の活動に協力する事業所等を応援する県税の特例に関する条例」に基づき、消防

団活動に協力している事業所等に対して事業税の減免による支援を行った。

＜消防団協力事業所表示制度に基づく認定状況 基準日：４月 1 日現在＞

＜令和６年度認定及び控除実績（速報値）＞

※個人については申告期未到来のため、控除実績なし

ウ 航空消防体制の構築

防災ヘリコプター活動事業費 308,889,745円

（ア）消防防災航空隊の運営

市町から派遣された消防隊員で構成する静岡県消防防災航空隊（平成９年４月発

足）が、防災ヘリコプターを用いて市町の消防活動の支援等を行った。

＜防災ヘリコプター運航実績（令和６年１月～12月）＞

年 度 H19 R2 R3 R4 R5 R6

協力事業所数 1 882 936 960 1,001 1,041

前 年 比(％) 104.9 106.1 102.6 104.3 104.0

区 分 個 人 法 人 合 計

認定実績（件） － 196 196

控除実績
件数（件） － 150 150

金額（円） － 85,990,500 85,990,500

運航内容 件 数 飛行時間 備 考

緊
急
運
航

火 災 － －

救 助 30 46時間24分

救 急 15 10時間38分

その他 － －

小 計 45 57時間02分

訓
練

自隊訓練 99 132時間46分

合同訓練 15 21時間10分

小 計 114 153時間56分

そ の 他 17 11時間25分 調査・試験等

合計 176 222時間23分

－43－



（イ）消防防災ヘリコプターの安全対策

全国で相次いで発生した消防防災ヘリコプターの事故を踏まえ、令和元年９月、

総務省消防庁から「消防防災ヘリコプターの運航に関する基準」が勧告された。

本県では、国の勧告を受けて、「二人操縦士体制」の導入、「運航責任者」及び

「運航安全管理者」の配置に対応するとともに、令和４年度からは「操縦士に対する

緊急操作訓練」を実施しており、勧告事項への対応は既に完了している。

＜「消防防災ヘリコプターの運航に関する基準」概要＞

※基準は令和元年10月１日施行。ただし、対応に時間を要する規定は猶予期間あり。

エ 緊急消防援助隊の派遣等に係る調整等

令和６年１月１日に発生した令和６年能登半島地震において、消防組織法に基づく

消防庁長官の指示に基づき、静岡県緊急消防援助隊の派遣を行い、県は、円滑な派遣

が行われるよう国及び各消防本部との連絡調整を行った。

（ア）令和６年能登半島地震における活動状況

静岡県緊急消防援助隊県大隊の派遣

令和６年１月１日～28日までの28日間、静岡県内16消防本部から延べ442隊1,493

名を石川県内に派遣し、捜索活動、救助活動及び救急搬送業務等の応援活動を行っ

た。

（派遣状況）

主な項目 概 要

二人操縦士体制の導入 機長の負担軽減や不測の事態に備え、操縦士２人により運航

運航責任者の配置 出動の承認や活動中止の指示等を行う責任者を基地に配置

運航安全管理者の配置
航空機の運航、その他の航空消防活動に関する専門的な知見

を有する者を基地に配置

消防防災ヘリに備え

る装備

フライトレコーダーやボイスレコーダーなど運航の安全の確

保に資する12の装備等を搭載

シミュレーターによ

る緊急操作訓練

実機と同様の動きをする模擬飛行装置により、エンジントラ

ブルや墜落回避を想定した訓練を実施（年１回）

区 分 派遣隊名称 隊数 派遣数 派遣期間、活動内容等

静岡県大隊

指 揮 隊 8 40

・派遣期間：１月１日～21日

・活動内容

捜索活動、救助活動及び

救急搬送業務等

消 火 小 隊 122 533

救 助 小 隊 43 181

救 急 小 隊 85 255

後 方 支 援 隊 166 415

特 殊 装 備 小 隊 9 31

航 空 隊

航 空 小 隊 3 18 救助活動、物資搬送等

航 空 指 揮 支 援 隊 3 9 ・派遣期間：１月11日～28日

・活動内容

航空指揮、航空小隊の支

援（情報収集及び調整等）
航空後方支援小隊 3 11

計 442 1,493
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（イ）令和６年度緊急消防援助隊関東ブロック合同訓練の実施

緊急消防援助隊関東ブロック合同訓練運営事業費 24,984,357円

緊急消防援助隊の活動能力の向上及び本県の受援体制の強化を図るため、関東ブ

ロック１都８県の緊急消防援助隊と合同で、令和６年７月25日、11月13日、14日の３

日間、県東部地区における大規模災害の発生を想定した図上訓練及び実動訓練を実施

した。

＜訓練概要＞

オ 救急業務の高度化の推進

メディカルコントロール体制推進事業費 2,758,463円

救急振興財団負担金 12,600,000円

救急安心電話相談運営事業費 33,091,077円

区 分 内 容

目 的 緊急消防援助隊の活動能力の向上及び本県の受援体制の強化

主 催

・総務省消防庁

・緊急消防援助隊関東ブロック合同訓練静岡県実行委員会

（委員長：県危機管理監、事務局：消防保安課）

参加機関等

延べ3,477人が訓練に参加（参観者を含む）

（主な参加機関）

・関東ブロック１都８県の緊急消防援助隊

（茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・山梨県・長野県）

・県内消防本部・消防団

・その他関係機関（自衛隊、警察、海上保安庁、ＤＭＡＴ ほか）

訓練想定

消防庁の「緊急消防援助隊地域ブロック合同訓練実施上の重点推

進事項」を踏まえ、大規模な自然災害（地震・台風）の同時発生

等を想定

実施

内容

図上訓練

・日時：令和６年７月25日（木）

・場所：県庁、県東部地区の各消防本部（駿東伊豆・下田・熱海・富士

山南東・御殿場小山・富士・富士宮）、富士山静岡空港

・内容：消防応援活動調整本部運営訓練、指揮本部・指揮支援本

部運営訓練 ほか

実動訓練

・日時：令和６年11月13日（水）・14日（木）

・場所：10市７エリア

（天城ふるさと広場（伊豆市）、富士山静岡空港 ほか）

・内容：部隊運用訓練（部隊参集、情報収集・伝達、部隊活動、航空部

隊運用等）、後方支援活動訓練（宿営・燃料補給） ほか
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（ア）メディカルコントロール体制の推進

医療機関・消防機関の関係者で組織する県メディカルコントロール協議会及び地

域メディカルコントロール協議会において、救急業務の高度化のため策定した「傷

病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」の運用についての検証や救急救命士の

特定行為に必要な講習を実施し、体制の整備を図った。

（イ）救急救命士の確保対策

救命率の向上を図るため、病院等に搬送途中の重度傷病者に対し、一定の医療行為

を行うことができる救急救命士を教育訓練する一般財団法人救急振興財団（各都道府

県の共同出資により設立）の運営費の一部を負担し、令和６年度においては、本県か

らこの救急振興財団で教育訓練を受けた31人が救急救命士の資格を取得した。

（ウ）熱中症への対応

近年、夏季の熱中症による救急搬送が増加していることを踏まえ、県では平成27

年度から平日の救急搬送状況（速報値）の報道提供による注意喚起を行っている。

＜熱中症による救急搬送状況＞

（エ）救急安心電話相談窓口（#7119）の設置

県民の安全・安心を確保するため、県民が急な病気やけがをした際に、医療機関

の受診や救急車の利用に関する助言を行う「救急安心電話相談窓口（#7119）」を令

和６年10月に設置し、相談者（県民）に対して救急医療相談や医療機関案内等を行

った。

＜相談窓口の概要＞

区 分 R2 R3 R4 R5 R6

件 数（件） 2,009 1,106 1,688 2,162 2,527

死 者（人） 5 － 1 － 3

区 分 内 容

窓 口 名 称 救急安心電話相談（#7119）

設 置 時 期 令和６年10月１日

対 象 区 域 県内全域

開 設 時 間

・平 日：18時から翌朝８時

・土 曜 日：13時から翌朝８時

・日曜・祝日：８時から翌朝８時（終日）

配 置 体 制 医師（オンコール体制）、看護師 ほか

相 談 窓 口

の 機 能

・医療機関の受診に関する助言

・救急車要請の要否

・医療機関案内

・その他の相談窓口の紹介 ほか
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＜令和６年度相談実績（令和６年10月１日～令和７年３月31日）＞

カ 火災予防対策の推進

危機管理総合調整費（再掲） 631,084,042円

火災予防に対する県民意識の高揚や普及・啓発を行うため、春と秋に実施される全

国火災予防運動（秋：令和６年11月９日～15日、春：令和７年３月１日～７日）の期

間中、各消防本部と連携し、街頭広報等を実施した。

また、県内の幼年・少年消防クラブ員等を対象に防火ポスターの公募を行ったほか、

「静岡県防火のつどい」を開催し、防火功労者等の表彰や防火ポスターの展示等を通

じて、火災予防に関する意識の向上や知識の習得を図った。

＜火災の発生状況＞ ※令和６年は速報値

＜住宅用火災警報器設置状況＞

＜防火のつどい開催状況＞

キ 消防機関への指導等

消防庁への報告が義務付けられている各種の火災統計調査について、各消防本部への

報告依頼、回収、精査及び集計等を行い消防庁への報告を行った。

また、救急業務に係る東名高速道路利用に関する協議、防火対象物の違反是正状況調

査等に係る各消防本部への指導等を通じて、各消防機関の事務が適正に行われるよう指

導した。

10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 計 応答率

1,611 1,581 2,882 3,747 2,224 2,670 14,715 83.1％

区 分 R2 R3 R4 R5 R6

出火件数（件） 880 1,001 908 970 963

死 者（人） 42 36 31 45 27

負 傷 者（人） 132 120 123 134 128

区 分 R2 R3 R4 R5 R6

設 置 率（％） 80.9 83.6 83.7 84.8 85.8

条例適合率（％） 68.1 72.8 67.8 67.7 71.8

区 分 内 容

開 催 日 令和６年10月26日（土）

開 催 場 所 御前崎市民会館

主 催 等
静岡県、静岡県幼少年女性防火委員会、御前崎市消防本部、一般財団

法人日本防火・防災協会

参 加 者 等 300人（県内幼少年・少年・女性消防クラブ、消防本部、消防団 ほか）

実 施 内 容
・防火功労者表彰（知事表彰、幼少年女性防火委員会会長表彰等）

・防火啓発アトラクション（地元保育園、高等学校による演技、演劇）
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ク 高圧ガス保安法及び液化石油ガス法の許認可等の審査、検査、指導等

危機管理総合調整費（再掲） 631,084,042円

高圧ガス（液化石油ガスを含む。）の製造、貯蔵、販売、消費等の保安を確保するた

め、高圧ガス保安法及び液化石油ガス法に基づく許認可事務のほか、対象事業所に対す

る立入検査等を実施した。

（ア）高圧ガス（液化石油ガスを含む。）許認可事務施行状況

＜高圧ガス保安法に基づく許可等の件数＞

＜液化石油ガス法に基づく許可等の件数＞

（イ）完成検査、立入検査等の実施状況

＜高圧ガス製造事業所等の完成検査等の実施状況＞

＜液化石油ガス販売事業者等の立入検査の実施状況＞

区 分
新規許可

(届出含む)

変更許可

(届出含む)
計

一般高圧ガス

製 造 16 56 72

販売事業届 41 6 47

貯 蔵 所 34 17 51

小 計 91 79 170

液化石油ガス

製 造 1 31 32

販売事業届 6 － 6

貯 蔵 所 3 5 8

小 計 10 36 46

冷 凍

製 造 98 31 129

販売事業届 1 － 1

小 計 99 31 130

計 200 146 346

液化石油ガス法

販売事業者登録 保安機関認定
貯 蔵 施 設 ・ 特

定供給設備許可
充てん設備許可

新規 変更 新規 変更 更新 新規 変更 新規 変更

0 31 0 15 83 3 5 13 2

31 98 8 15

完成検査
立 入 検 査

製造事業所等 冷凍・容器検査事業所

83 １ ２

立入検査数
検 査 結 果

適 合 書面指導

５ ４ １
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（ウ）高圧ガス製造保安責任者免状等の交付状況

（エ）保安意識の高揚を図るための保安講習会の実施

事業所における高圧ガスの保安の一層の確保と事業者の保安意識の高揚を図るた

め、各種講習会を開催した。

＜保安講習会の開催実施状況＞

（オ）高圧ガス・危険物の防災訓練の実施

高圧ガス輸送車両等の事故時の連絡応援が円滑に行われるよう、警察、消防及び高

圧ガス等関係団体の協力を得て、各種のガス及び危険物事故を想定した防災訓練を

実施している。

＜令和６年度実績＞

ケ 火薬類取締法等に基づく許認可等の審査、検査、指導等

危機管理総合調整費（再掲） 631,084,042円

火薬類取締法の規定により、火薬類の製造所、販売所、火薬庫、消費場所等の許認可、

立入検査、保安検査を実施し、安全の推進を図るとともに、火薬類製造、取扱保安責任

者試験を実施した。

また、武器等製造法に基づく猟銃販売業等の許可事務及び立入検査を実施した。

区 分 新規交付 再交付 書換交付 計

製 造 保 安 責 任 者 302 13 2 317

販 売 主 任 者 195 6 － 201

液化石油ガス設備士 128 7 16 151

計 625 26 18 669

区 分 回 数 受講者数

高圧ガス保安講習会 13回 2,734人

区 分 内 容

実 施 年 月 日 令和６年10月30日（水）

実 施 場 所 浜名湖ガーデンパーク（浜松市中央区村櫛町）

参 加 機 関 県、県警察本部、浜松西警察署、浜松市消防局 他８団体

訓 練 内 容
高圧ガス事故等に係る基礎訓練・実験

高圧ガス・危険物の漏えいを想定した総合訓練

参 加 者 等 320人（見学者を含む）
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（ア）火薬類取締法に基づく許可、立入検査及び保安検査（令和６年度）

※対象施設数は令和７年３月31日現在

（イ）火薬類製造、取扱保安責任者試験実施状況（令和６年度） （単位：人、％）

（ウ）武器等製造法に基づく許可及び立入検査（令和６年度）

※対象施設数は令和７年３月31日現在

コ 危険物施設・消防用設備の安全管理の推進

危機管理総合調整費（再掲） 631,084,042円

（ア）危険物施設の安全管理の推進

消防法の規定により、危険物取扱者試験の実施及び免状の交付等を行った。

また、危険物取扱者に対する法定講習を実施するなど、危険物保安対策の推進を

図った。

ａ 試験実施状況 （単位：人、％）

ｂ 免状交付・講習会実施状況

区 分 件 数

対 象 施 設 数（※） 161

許 可 事 務 件 数 33

立入検査実施数 36

保安検査実施数 108

区 分 申請者 受験者 合格者 合格率

甲種取扱 35 30 18 60.0

乙種取扱 26 24 18 75.0

丙種製造 2 2 1 50.0

計 63 56 37 66.1

区 分 件 数

対 象 施 設 数（※） 20

許 可 事 務 件 数 0

立入検査実施件数 19

区 分 申請者 受験者 合格者 合格率

甲 種 496 440 190 43.2

乙 種 9,886 8,815 3,272 37.1

丙 種 518 505 265 52.5

計 10,900 9,760 3,727 38.2

免状交付等（件数）
講習会実施状況

受講者数 実施回数

新規交付 再交付 書 換 計
9,139人

・対 面 実 施：43会場

・オンライン開催：14回3,671 332 4,726 8,729
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（イ）消防用設備の安全管理の推進

消防法の規定により、消防設備士試験の実施及び免状の交付等を行った。

また、消防設備士に対する法定講習を実施するなど、消防設備保安対策の推進を

図った。

ａ 消防設備士試験実施状況 （単位：人、％）

ｂ 免状交付・講習会実施状況

サ 事業者の自主保安を促進するための関係団体指導

危機管理総合調整費（再掲） 631,084,042円

事業所における高圧ガス、火薬類及び危険物の保安の一層の確保と保安行政の円滑な

推進を図るため、これらの災害の防止に不断の努力を重ね著しい成果を収めた個人及び

団体を表彰した。

シ 山岳遭難事故防止対策の推進

山岳遭難防止対策協議会事業費助成 810,000円

山岳遭難事故を防止するため、県山岳遭難防止対策協議会を通じ、遭難事故の防止の

啓発、講習会の開催に加え、南アルプス登山口への登山相談所の開設、登山パトロール

等を行い、山岳遭難事故の防止に努めた。

ス 水難事故防止対策の推進

危機管理総合調整費（再掲） 631,084,042円

水難事故を防止するため、県水難事故防止対策協議会を通じ、６月から９月まで「水

難事故注意報」を発令して注意喚起を行ったほか、７月及び８月を「水難事故防止強化

月間」と定め、啓発活動を強化するなど水難事故の防止に努めた。

セ ライフライン関係機関との連携強化

危機管理総合調整費（再掲） 631,084,042円

静岡県ライフライン防災連絡会、地域連絡会、運営会議等を開催し、災害時に備え

た県とライフライン関係機関との連携強化を図った。

区 分 申請者 受験者 合格者 合格率

甲 種 1,089 822 201 24.5

乙 種 1,019 817 288 35.3

計 2,108 1,639 489 29.8

免 状 交 付 等 （件数）
法定講習

（受講者数）

新規交付 再交付 書換交付 計 1,548人

（13会場）480 14 288 782
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＜静岡県ライフライン防災連絡会の構成＞ （令和７年３月31日現在）

＜連絡会等の開催実績＞

ソ 石油コンビナート災害予防対策の推進

危機管理総合調整費（再掲） 631,084,042円

静岡県石油コンビナート等防災本部を設置し、静岡県石油コンビナート等防災計画に

基づき、清水地区石油コンビナート等特別防災区域における災害の発生及び拡大の防

止を図るとともに、水成膜消火薬剤を備蓄し、当該区域の石油等のタンク火災に備え

ている。

静岡県ガス協会 西日本電信電話（株）静岡支店

(一社)静岡県ＬＰガス協会 中日本高速道路（株）東京支社

中部鉄道協会静岡県協議会 （株）ドコモＣＳ東海静岡支店

中部電力パワーグリッド（株）静岡支社 ＫＤＤＩ（株）中部総支社

東海旅客鉄道（株）静岡支社 ソフトバンク（株）

東京電力パワーグリッド（株）静岡総支社 (公社)日本水道協会静岡県支部

静岡県石油商業組合 楽天モバイル（株）

静岡県危機管理部

区 分 開催日 内 容

運営会議

・研修会
令和６年６月19日（水）

・静岡県ライフライン防災連絡会の事業計画

・気象防災研修会

連絡会 令和６年８月７日（水）

・連絡会の事業計画の審議

・能登半島地震における災害対応について

・各機関の対応状況の情報共有 ほか
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【評価】

○活動指標の実績

（参考）消防団協力事業所の認定状況

消防団協力事業所表示制度に基づく事業所数

・平成25年度以降、協力事業所数が着実に増加しており、令和６年度は、前年度比で協力

事業所数が増加し、消防団員の減少幅の縮小に寄与した。

・消防団応援条例に基づく事業税減免の支援等とあわせて行うことで、協力事業所の増加

及び被雇用者の消防団活動の環境改善に一定の効果を上げていると考えられる。

【課題】

・近年、少子高齢化や地域における住民の連帯意識の低下など社会環境の大きな変化から、

若年層の新規入団者の確保が困難となっているほか、被雇用者の割合が増加している。

・また、災害の多様化・大規模化により、消防団の負担は年々増加するとともに、長期間に

わたる避難所運営支援など、従来に比べて地域における消防団の活動が多様化している。

・それらの状況を踏まえ、資機材の整備や福利厚生の充実など、消防団員の活動環境につい

て更なる改善が求められている。

【改善】

・消防団員の活動環境の整備を促進するため、市町、各消防本部及び関係団体と連携し、消

防団員の処遇や福利厚生の充実等の支援に取り組んでいく。

・また、引き続き、特定の分野や大規模災害等に限定して活動に参加する機能別団員制度の

導入検討を進めるよう、担当者会議等を通じて市町に要請を行うほか、女性消防団員や学

生消防団員の確保に重点的に取り組んでいく。

・令和７年２月県議会定例会において、議員提案による「消防団の活動に協力する事業所等

を応援する県税の特例に関する条例」の期間延長が可決されたことから、改めて、周知・

啓発を幅広く行い、多くの事業所から制度を御活用いただくことで、消防団の活動環境の

整備を促進し、消防団員の確保につなげていく。

指標名
現状値

（2020年度）

実 績 目標値

(2025年度)2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

活動

指標

消 防 団 協 力

事 業 所 表 示

制 度 に 基 づ

く事業所数

累計

333 事業所

(2017 年度～

2020 年度)

累計

24事業所

累計

65事業所

累計

105事業所
－

累計

350事業所

(2022年度～

2025年度)

年 度 R2 R3 R4 R5 R6

協力事業所数 882 936 960 1,001 1,041

前 年 比(％) 104.9 106.1 102.6 104.3 104.0
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Ⅵ 原子力安全対策課

１ 施策の体系

２ 主要施策の実施状況及び評価と課題

（１）原子力発電所の安全対策の推進

ア 浜岡原子力発電所の安全の確認と情報公開

（ア）津波対策工事等の点検

浜岡原子力発電所において、津波対策工事をはじめとする安全対策工事が事業者

の計画どおりに実施されていることを確認するため、工事状況の点検を現場で実施

した。点検の結果については、ホームページにより情報公開を行った。平成23年11

月から開始した本点検は、令和６年度末までに計123回実施している。

＜現場点検の実施状況＞ （点検項目数：令和７年３月末現在）

津波対策工事等の点検のほか、発電所における地域住民の関心がある事項への取組

やトラブルの対応等について確認するため、安全対策に係る現場確認を実施している。

また、原子力災害対策特別措置法の規定に基づき、事業者から県及び立地市（御

前崎市）に対して届出のあった浜岡原子力発電所の原子力防災資機材の現況等につ

いて確認するため、令和７年３月３日に御前崎市、牧之原市、菊川市、掛川市、焼

津市と合同で立入検査を実施し、人員及び機器の管理の状況を確認した。

（イ）情報公開

浜岡原子力発電所の安全に関わる情報について、中部電力に対して公開の徹底を

求めるとともに、特に重要な情報については、報道機関の立会の下で説明を聴くなど、

県民に公開している。

政策の柱…防災・減災対策の強化

目 標 …
ハード・ソフト両面を適切に組み合わせた地震・津波・火山対策や

風水害・土砂災害対策を進め、被害を最小限に抑制する。

…
様々な危機事案に対応できるよう、迅速かつ的確に情報収集し、県

民に情報提供できる体制を強化する。

施 策 原子力発電所の安全対策

取 組 原子力発電所の安全対策の推進

取 組 原子力防災体制の整備

区 分 点検終了 点検継続中 実施予定 計

点検対象工事 69 34 ８ 111
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＜令和６年度の公開説明の実施＞

イ 環境放射線・放射能の監視

環境放射能対策事業費 104,862,163円

環境放射線測定用機器整備事業費 94,498,800円

環境放射線監視センター庁舎等維持事業費 118,382,563円

原子力防災センター運営費 3,859,003円

（ア）環境放射能調査

浜岡原子力発電所の周辺環境の安全を確保するため、立地市の御前崎市及び隣接

市の牧之原市、掛川市、菊川市とともに、中部電力との間に締結した「浜岡原子力

発電所の安全確保等に関する協定書」（昭和56年９月）に基づき、発電所から10km

圏内の環境放射能調査を実施した。

調査結果については、３か月ごとにまとめ、静岡県環境放射能測定技術会におい

て検討・評価を行い、静岡県原子力発電所環境安全協議会の確認を経て公表した。

＜調査内容＞（測定機関 環境放射線監視センター）

また、原子力災害対策の重点地域の拡大に合わせて平成25年度に開始した、発電所

から半径10～31km圏内における環境放射能調査について、令和６年度は12箇所のモニ

タリングポストによる線量の連続測定や環境試料中の放射能測定を実施した。

（イ）放射能委託調査

全国の放射能汚染分布状況を調査する環境放射能水準調査について、静岡県内の

実施日 説明事項 概要

令和６年11月14日

浜岡原子力発電所３、４

号機原子炉設置変更許可

申請における設計方針の

変更ついて（防波壁等の

設計方針の変更）

浜岡原子力発電所３、４号炉設置

変更許可申請の今後の審査の進め

方について原子力規制委員会と意

見交換会を行った内容の説明。

調 査 対 象
測定項目・

試料種別の数
地点数 測定頻度

環境放

射線量

積算線量

(ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｲﾝﾄ)
1 12 4回/年

線量率

(モニタリングステーション)
1 14 連続測定

環境試料中

の放射能

浮遊塵 1 5 連続測定

浮遊塵(核種分析) 1 5 12回/年

大気中水分 1 4 12回/年

雨水・ちり 1 1 12回/年

陸水 3 2 2～4回/年

海水 2 10 4回/年

農畜産物 11 23 1～4回/年

海産生物 11 8 1～3回/年

指標生物 1 3 4回/年

土壌 3 5 1～4回/年

海底土 1 10 4回/年

計 36 76 ―
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調査を原子力規制庁から受託し、県内８箇所のモニタリングポストによる線量率の

連続測定等を実施した。

ウ 安全協定に基づく通報の運用

「浜岡原子力発電所の安全確保等に関する協定」等に基づき、浜岡原子力発電所の運

転の状況や放射性物質・核燃料の輸送等については定期的又は事前に、事故・トラブ

ルが起きた場合にはその都度、中部電力から県及び関係市町に通報される。

また、原子炉の安全性に支障をきたさないような軽度の機器の故障、救急車の出動

等の社会的な関心の高い事項については、「運転情報」として、中部電力は県及び関

係市町に連絡することとしている。

これらの通報、連絡に関して、県は、必要に応じ事故・トラブルの経緯だけでなく

復旧措置の結果や再発防止策について、中部電力に対して説明を求めているほか、国

に対しても厳正な指導等を求めている。

＜協定に基づく通報、運転情報の連絡件数＞

・協定通報(その都度通報) ０件

・運転情報 15件

（内訳）救急車の出動 ９件、補助建屋への地下水の流入 １件、原子炉機器冷却系

タンクの水位低下 １件、配管の減肉 ２件、消防車の出動要請 １件、原

子炉建屋における水の漏えい １件

エ 原子力発電所の安全性に関する検証と情報公開

原子力発電広報対策事業費 30,389,721円

防災・原子力学術会議等運営費 1,122,015円

（ア）静岡県防災・原子力学術会議（原子力分科会）の公開開催

南海トラフ地震をはじめとする自然災害や浜岡原子力発電所の防災対策に係る科

学・技術について、その取組状況を明らかにし、県民に向け的確な情報を発信する

ことを目的に、平成22年度から静岡県防災・原子力学術会議を設置し県民に公開で

開催している。

特に原子力安全対策・防災対策については、静岡県防災・原子力学術会議に原子

力分科会を設置し、議論している。

開催した会議の資料、議事録については県ホームページで公開している。

＜静岡県防災・原子力学術会議（原子力分科会）令和６年度開催実績>

原子力分科会及び津波対策分科会による合同会議を１回開催した。会議の傍聴は

Web配信により実施した。

（イ）新規制基準に基づく審査の状況の確認

原子力規制委員会による浜岡原子力発電所３、４号機の新規制基準に基づく審査

開催年月日 議 題 参加委員
傍聴者

(Web配信)

令和６年10月28日 浜岡原子力発電所の基準津波について
山本原子力分科

会長 他11名
95人
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の状況について、審査会合のインターネット中継の視聴等により確認した。

（ウ）原子力防災センターの展示・見学者の受入れ

原子力発電所の安全対策、防災対策に関する知識の県民への普及・啓発を目的とし

て、専任の説明員を原子力防災センターに配置し、施設の一般公開を実施した。

・令和６年度来館者数 1,000人（約83人／月）

（エ）原子力に関する知識の普及啓発

原子力発電の安全性等に関する知識の普及や浜岡原子力発電所周辺の環境放射能調

査結果の広報等を行った。

・原子力広報資料の作成・配布

・原子力防災センターにおける放射線・原子力発電所に関する展示

・環境放射線測定データ表示盤、インターネット等による周辺環境放射能の状況の

公表

・御前崎市及び浜岡原子力発電所の隣接市が実施する原子力広報安全対策への交付

金交付

＜令和６年度 交付対象市及び交付金額＞ （単位：千円）

（２）原子力防災体制の整備

原発防災対策事業費 225,031,524円

原発防災資機材等整備事業費 187,874,774円

ア 浜岡地域原子力災害広域避難計画の実効性向上

浜岡原子力発電所の原子力災害対策重点区域11市町の県民約91万人が、原子力災害

の発生時に安全に避難できるようにするため、平成28年３月に策定した浜岡地域原子

力災害広域避難計画（県避難計画）について、避難先の都県・市区町村との調整を継

続するなど、実効性の向上に向けた取組を実施した。

（ア）地域防災計画（原子力災害対策編）の修正

県地域防災計画（原子力災害対策編）について、国の防災基本計画（令和５年５

月）及び、原子力災害対策指針（令和５年11月）の改正を踏まえ、令和６年８月の

県防災会議で修正を行った。また、関係市町の地域防災計画（原子力災害対策編）

の修正の支援を行った。

（イ）市町避難計画の策定

国の支援の下、避難先の12都県（愛知県、岐阜県、三重県、山梨県、神奈川県、

長野県、群馬県、埼玉県、東京都、富山県、石川県、福井県）及び市区町村と広域

避難計画の実効性向上に向けた協議を行った。なお、原子力災害対策重点区域11市

町の避難計画は、平成28年度に御前崎市、平成29年度に島田市、掛川市、磐田市、

平成30年度に牧之原市、菊川市、森町、令和元年度に袋井市、吉田町、令和３年度

対 象 市 御前崎市 牧之原市 掛川市 菊川市 計

交付金額 14,672 2,788 744 851 19,055
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に焼津市、藤枝市が計画策定済みとなっている。

（ウ）社会福祉施設等の避難計画の策定支援

静岡県地域防災計画により、浜岡原子力発電所の原子力災害対策重点区域（31km

圏内）に位置する社会福祉施設等の施設管理者は原子力災害時における避難計画を策

定するものとされ、県は、国や関係市町と連携しこれを支援している。

＜原子力災害対策重点区域に位置する社会福祉施設等の避難計画策定状況＞

（令和７年３月31日現在）

（エ）各種研修､講習等への参加

県、関係市町等の職員が関係機関の主催する研修・講習等に参加した。

＜原子力防災関係一般(県、関係市等職員)＞ （単位：人）

イ 原子力防災訓練の実施

静岡県地域防災計画（原子力災害対策編）、浜岡地域原子力災害広域避難計画に基

づく災害応急対応の習熟及び関係機関相互の連携協力体制の強化を図るとともに、計画

等の検証を行うため、総合的な原子力防災訓練を実施した。令和６年度の訓練では、図

上訓練において、最大震度７の地震を起因として、浜岡原子力発電所４号機で警戒事態、

施設敷地緊急事態、全面緊急事態が発生し、放射性物質が放出したことを想定し、緊急

時モニタリングの結果から防護措置（避難・一時移転等）の実施方針を決定する訓練を

施設数 策定済施設数

社会福祉施設(入所) 354 133

医療機関 52 １

名 称 開催年月日 参加人数

実務人材研修（避難退域時検査） 令和６年６月６日 ６

ブラインド訓練企画実務者研修 令和６年６月27日 ２

実務人材研修（バス避難等） 令和６年７月５日 １

一般緊急自動車運転技能者課程研修
令和６年７月29日～８月１日、

９月３日～９月６日 ２

原子力防災セミナー 令和６年９月５日 ９

原子力防災基礎研修 令和６年８月23日、９月20日 49

原子力災害対策要員研修 令和６年９月17日、10月10日 54

避難退域時検査場所要員研修 令和６年10月22日 49

実務人材研修（避難退域時検査等） 令和６年10月31日、12月11日 ３

原子力防災基礎研修（避難先向け）
令和６年11月28日、12月20日、

令和７年１月27日 57

東京ＥＲＣ研修 令和７年２月13日～14日 ４

原子力防災業務関係者研修

（道路啓開者・バス事業者・道路管理者）

令和７年１月20日、

２月14日、20日、21日
98

計 － 334
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実施した。また、実動訓練においては、計画等に基づいて国、県、関係市町及び防災関

係機関等が共同して行う避難退域時検査場所の設置・運営訓練や、原子力災害に係る広

域避難において避難者に避難所を案内する場となる避難経由所の運営訓練、避難路の一

部寸断を想定し要配慮者を空路を活用して搬送する訓練等を実施した。

ウ 原子力防災資機材の整備・維持管理

（ア）原子力防災資機材の整備・維持管理

緊急時において、原子力防災活動等に従事する防災業務関係者が必要とする機器

等として、放射線測定器、防護衣等を購入し、関係市町、関係消防・警察等に配備

した。また、国、県及び関係市町相互間の原子力防災用緊急時連絡網として整備さ

れている専用回線、ファクシミリ等の機器の維持管理を行った。

（イ）放射線防護対策

緊急時に即時避難が困難な要配慮者や住民等が屋内退避するための建物について、

放射線防護対策を実施する費用を補助している。令和６年度は、これまでに整備した

施設の維持管理に係る費用を補助した。

・令和６年度時点の整備施設数 29施設

・補助事業者 12者（御前崎市、牧之原市、菊川市、掛川市、社会福祉施設等）

（ウ）緊急事態応急対策等拠点施設（オフサイトセンター）の維持管理

原子力防災センター内に設置される緊急事態応急対策等拠点施設（オフサイトセ

ンター）の維持管理を実施した。

図上訓練 実動訓練

実施日時
令和７年１月29日（水）

８時30分～16時00分

令和７年２月２日（日）

８時30分～12時00分

実施場所

原子力防災センター、県庁、

関係市役所・町役場等

新東名高速道路静岡ＳＡ(上

り)、富士市富士川緑地公園等

参加機関

及び人員

国、県、関係11市町、中部電

力等 20機関180名

住民約340名、国、県、関係市

町、県警察、関係消防等 33機

関280名

訓練項目

原子力災害合同対策協議会活動

訓練、緊急時モニタリング運営

訓練、県及び関係市町本部運営

訓練

住民避難訓練、避難退域時検査

場所運営訓練、避難経由所運営

訓練、要配慮者退避訓練、原子

力災害医療訓練、消防隊員の原

子力防災資機材取扱訓練、警戒

区域設定訓練
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オフサイトセンターは、原子力災害対策特別措置法に基づき、原子力発電所の緊

急時に、国､県､関係市町､事業者及び防災関係機関の担当者が参集し、防災対策を迅

速に一体となって実施するための拠点施設である。

＜オフサイトセンターの概要＞

名 称 静岡県オフサイトセンター

指定日 平成28年７月１日

所在地 牧之原市坂口3520-17 原子力防災センター内

規 模
延床面積 約2,243㎡

（原子力防災センター全体 約4,780㎡）
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【評価】

・浜岡原子力発電所の津波対策等の点検について、緊急時対策所の漏えい検知器の設置等、

工事の進捗に合わせて可能な限り実施したほか、１、２号機廃止措置に係る原子炉領域周

辺設備の解体撤去状況等の現場確認を行った。また、環境放射能調査を計画どおり実施し、

安全協定に基づく通報に対して迅速に対応するなど、浜岡原子力発電所の安全対策を推進

した。

・原子力防災訓練、原子力防災の研修や原子力防災資機材の整備等を実施するとともに、関

係市町と連携し、避難者受入れマニュアル等の作成を支援するなど、県及び関係市町の広

域避難計画の実効性の向上を図った。

・原子力規制委員会の新規制基準適合性審査において、基準津波の審査がおおむね了承され

たことから、防災・原子力学術会議原子力分科会と津波対策分科会を合同で開催し、基準

津波に係る議論を実施した。

【課題】

・浜岡原子力発電所の安全を確認するには、津波対策工事等、安全性を強化する取組につい

て点検することに加え、安全管理の現状やトラブルが発生した場合の再発防止策に関して

現場を確認していく必要がある。

・県及び原子力災害対策重点区域内全11市町が策定した広域避難計画について、避難者受

入れマニュアルの作成や冬季避難手段の確保、能登半島地震で得られた教訓の反映等を

行い、実効性の向上を図る必要がある。また医療機関や社会福祉施設の避難計画の策定

を支援するとともに、避難の受入れ先を確保し、要配慮者の避難体制についても構築す

る必要がある。

・１、２号機の廃止措置や使用済み燃料の保管状況、防災・原子力学術会議での議論等、

浜岡原子力発電所の安全対策に関する情報や、広域避難計画をはじめとする原子力防災

について県民の理解をさらに深めていく必要がある。

【改善】

・浜岡原子力発電所の津波対策工事等の点検は、浜岡原子力発電所の安全を確認する重要な

活動であるとの認識の下、安全対策工事の点検に限定せず、トラブル・不適合事象の発生

箇所や廃止措置の現状の確認等をより積極的に実施し、目標の達成を図る。

・引き続き、関係市町と連携し避難者受入れマニュアルの作成や冬季避難手段の確保等に取

り組み、避難計画の実効性の向上を図る。また、医療機関や社会福祉施設の避難計画につ

いては、関係市町、関係部局の協力を得、対象施設への個別説明を通じて策定支援をする

指標名
現状値

(2020年度)

実 績 目標値

(2024年度)2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

活動

指標

浜岡原子力発電

所の津波対策工

事等の点検実施

回数

13回 12回 13回 13回 13回
毎年度

12回以上

活動

指標

原子力防災訓

練実施回数
１回 未実施 １回 未実施 １回

毎年度

１回以上
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とともに、関係団体に対して避難の受入れ先の確保に向けた協議を進める。加えて、能登

半島地震から得られた教訓への対応を含め、国は原子力災害対策指針の改定を予定してお

り、この内容を踏まえて、必要な防災対策に取り組んでいく。

・原子力規制委員会による新規制基準適合性審査の進捗状況に応じて、防災・原子力学術

会議（原子力分科会）を開催し、浜岡原子力発電所の安全性に関する取組状況を明らかに

するとともに、議論された内容についてわかりやすい広報を実施し県民の理解促進を図っ

ていく。
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白紙
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予 算 の 執 行 実 績

（ 一 般 会 計 ）

危 機 管 理 部
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白紙
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令和６年度　歳入決算状況調 （様式２）

　一般会計 危機管理部

決算事
項別明
細書頁

科 目 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額
予 算 現 額 と 収 入
済 額 と の 比 較
（ △ 印 減 ） 円

予算現額
に対する
収 入 率

説 明

第８款
使用料及び手
数料

4,215,000 4,261,670 4,261,670 46,670 101.1 

（不能欠損額）
０円

（収入未済額）
０円

  第１項
　使用料

4,215,000 4,261,670 4,261,670 46,670 101.1 

附22
  第１目
  危機管理
  使用料

4,215,000 4,261,670 4,261,670 46,670 101.1 

庁舎等使用料 4,215,000 4,261,670 4,261,670 46,670 101.1 

予算に対する増は、使
用料が見込みを上回っ
たことによるものであ
る。

第９款
国庫支出金

907,796,000 737,446,437 737,446,437 △ 170,349,563 81.2 

（不能欠損額）
０円

（収入未済額）
０円

  第２項
　国庫補助
　金

886,127,000 729,048,627 729,048,627 △ 157,078,373 82.3 

附32
  第２目
  危機管理
  費補助金

886,127,000 729,048,627 729,048,627 △ 157,078,373 82.3 

電源立地対策
費補助金

860,190,000 727,006,141 727,006,141 △ 133,183,859 84.5 

予算に対する減は、補
助金の確定によるもの
である。

医療提供体制
推進事業費補
助金

7,100,000 1,410,000 1,410,000 △ 5,690,000 19.9 

予算に対する減は、補
助金の確定によるもの
である。

新しい地方経
済・生活環境
創生 交付金
（地域防災緊
急整備型）

18,837,000 0 0 △ 18,837,000 0.0 

予算に対する減は、繰
越をしたことによるも
のである。

緊急消防援助
隊活動費負担
金

0 632,486 632,486 632,486 皆増

予算に対する増は、負
担金の確定によるもの
である。

  第３項
　委託金

21,669,000 8,397,810 8,397,810 △ 13,271,190 38.8 

附50
  第２目
  危機管理
  費委託金

21,669,000 8,397,810 8,397,810 △ 13,271,190 38.8 

放射能調査費
委託金

21,669,000 8,397,810 8,397,810 △ 13,271,190 38.8 

予算に対する減は、委
託金の確定によるもの
である。

％

円 円 円
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決算事
項別明
細書頁

科 目 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額
予 算 現 額 と 収 入
済 額 と の 比 較
（ △ 印 減 ） 円

予算現額
に対する
収 入 率

説 明
円 円 円

第10款
財産収入

1,138,000 1,112,320 1,112,320 △ 25,680 97.7 

（不能欠損額）
０円

（収入未済額）
０円

  第１項
　財産運用
　収入

1,138,000 1,112,320 1,112,320 △ 25,680 97.7 

附56
  第１目
  財産貸付
  収入

1,138,000 1,112,320 1,112,320 △ 25,680 97.7 

職員住宅貸付
料

114,000 87,400 87,400 △ 26,600 76.7 

予算に対する減は、貸
付料が見込みを下回っ
たことによるものであ
る。

建物貸付料 1,024,000 1,024,920 1,024,920 920 100.1 

予算に対する増は、貸
付料が見込みを上回っ
たことによるものであ
る。

第11款
寄附金

10,172,000 22,964,425 22,964,425 12,792,425 225.8 

（不能欠損額）
０円

（収入未済額）
０円

  第１項
　寄附金

10,172,000 22,964,425 22,964,425 12,792,425 225.8 

附62
  第２目
  危機管理
  費寄附金

10,172,000 22,964,425 22,964,425 12,792,425 225.8 

ふるさと納税
寄附金

8,172,000 20,740,000 20,740,000 12,568,000 253.8 

予算に対する増は、寄
附金が見込みを上回っ
たことによるものであ
る。

地方創生応援
税制寄附金

2,000,000 2,100,000 2,100,000 100,000 105.0 

予算に対する増は、寄
附金が見込みを上回っ
たことによるものであ
る。

危機管理寄附
金

0 124,425 124,425 124,425 皆増

予算に対する増は、寄
附金の確定によるもの
である。

第14款
諸収入

46,592,000 50,170,652 50,170,652 3,578,652 107.7 

（不能欠損額）
０円

（収入未済額）
０円

  第７項
　雑入

46,592,000 50,170,652 50,170,652 3,578,652 107.7 

附76
  第２目
  雑入

46,592,000 50,170,652 50,170,652 3,578,652 107.7 

県職員市町村
出向等負担金

0 19,102,945 19,102,945 19,102,945 皆増

予算に対する増は、負
担金の確定によるもの
である。

保険料負担金 27,955,000 9,359,318 9,359,318 △ 18,595,682 33.5 

予算に対する減は、負
担金が見込みを下回っ
たことによるものであ
る。
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決算事
項別明
細書頁

科 目 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額
予 算 現 額 と 収 入
済 額 と の 比 較
（ △ 印 減 ） 円

予算現額
に対する
収 入 率

説 明
円 円 円

過年度返納金 16,000 301,220 301,220 285,220 1882.6 

予算に対する増は、返
納金が見込みを上回っ
たことによるものであ
る。

雑収 18,621,000 21,407,169 21,407,169 2,786,169 115.0 

予算に対する増は、雑
収が見込みを上回った
ことによるものであ
る。

　合　　　　　計 969,913,000 815,955,504 815,955,504 △ 153,957,496 84.1 
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令和６年度　歳出決算状況調 (様式３）

　一般会計 危機管理部

区分 時期 金 額

逓次 0 

当初 223,577,000 

補正 0 

事故 0 

223,577,000 

逓次 0 

当初 223,577,000 

補正 0 

事故 0 

223,577,000 

逓次 0 

当初 0 

補正 0 

事故 0 

0 

逓次 0 

当初 0 

補正 0 

事故 0 

0 

逓次 0 

当初 223,577,000 

補正 0 

事故 0 

223,577,000 

逓次 0 

当初 92,999,000 

補正 0 

事故 0 

92,999,000 

逓次 0 

当初 99,613,000 

補正 0 

事故 0 

99,613,000 

逓次 0 

当初 0 

補正 0 

事故 0 

0 

翌 年 度 繰 越 額

計

計

計

計

計

計

計

計

決算事

項別明

細書頁

科目 予算現額 支出済額 不用額
予算現額
に対する
執行率 ％

説明

第３款
危機管理費

5,927,356,000 5,240,320,138 463,458,862 88.4 
明許

  第１項
　危機管理
　費

5,927,356,000 5,240,320,138 463,458,862 88.4 
明許

    第１目
    危機管
    理総務
    費

915,097,000 899,814,304 15,282,696 98.3 
明許

危機管理総
務費

915,097,000 899,814,304 15,282,696 98.3 

危機管理部職員の人件費に要
した経費である。不用額は通
勤手当等の支給実績によるも
のである。明許

    第２目
    危機管
    理費

5,012,259,000 4,340,505,834 448,176,166 86.6 
明許

危機管理対
策費

1,374,327,000 1,225,947,086 55,380,914 89.2 

防災対策全般の調整・推進に
要した経費である。繰越は関
係機関との調整等に日時を要
したことによるものである。
不用額は入札差金等によるも
のである。

明許

附112

地震・津波
対策等減災
交付金

2,368,798,000 2,015,428,000 253,757,000 85.1 

市町の地震・津波対策の支援
に要した経費である。繰越は
計画・設計に関する諸条件の
調整に日時を要したことによ
るものである。不用額は市町
事業の確定によるものであ
る。

明許

地域防災対
策活性化事
業費

65,099,000 62,341,146 2,757,854 95.8 

地域防災力の強化に要した経
費である。不用額は入札差金
等によるものである。

明許

円 円 円

円
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区分 時期 金 額

翌 年 度 繰 越 額
決算事

項別明

細書頁

科目 予算現額 支出済額 不用額
予算現額
に対する
執行率 ％

説明

円 円 円

円

逓次 0 

当初 0 

補正 0 

事故 0 

0 

逓次 0 

当初 0 

補正 0 

事故 0 

0 

逓次 0 

当初 30,965,000 

補正 0 

事故 0 

30,965,000 

逓次 0 

当初 6,000,000 

補正 0 

事故 0 

6,000,000 

逓次 0 

当初 6,000,000 

補正 0 

事故 0 

6,000,000 

逓次 0 

当初 6,000,000 

補正 0 

事故 0 

6,000,000 

逓次 0 

当初 6,000,000 

補正 0 

事故 0 

6,000,000 

逓次 0 

当初 229,577,000 

補正 0 

事故 0 

229,577,000 

計

計

計

計

計

計

計

計

消防体制強
化推進費

265,664,000 253,284,499 12,379,501 95.3 

消防体制強化の推進に要した
経費である。不用額は入札差
金等によるものである。

明許

救急高度化
推進費

56,880,000 48,449,540 8,430,460 85.2 

救急救命体制の強化に要した
経費である。不用額は広報経
費の節約等によるものであ
る。明許

原子力安全
等対策費

881,491,000 735,055,563 115,470,437 83.4 

浜岡原発防災対策推進、周辺
への環境放射能調査、広報活
動に要した経費である。繰越
しは国の補正予算に係る事業
について、事業着手が年度末
になったことによるものであ
る。不用額は国庫事業の確定
によるものである。

明許

第12款
災害対策費

180,200,000 150,031,732 24,168,268 83.3 
明許

  第７項
　災害対策
　諸費

180,200,000 150,031,732 24,168,268 83.3 
明許

    第１目
    災害対
    策本部
    費

180,200,000 150,031,732 24,168,268 83.3 
明許

災害対策本
部費

180,200,000 150,031,732 24,168,268 83.3 

災害対策本部・方面本部の運
営等に要した経費である。繰
越しは国の補正予算に係る事
業について、事業着手が年度
末になったことによるもので
ある。不用額は事務費の節約
等によるものである。

明許

　合　　　　　計 6,107,556,000 5,390,351,870 487,627,130 88.3 
明許

附264

－70－



白紙
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